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第２回  熊本県議会 海の再生及び環境対策特別委員会会議記録 

 

令和５年６月19日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時20分閉会 

 

本日の会議に付した事件 

 (1) 有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件について  

(2) 2050年県内ＣＯ₂排出実質ゼロに向け

た取組に関する件について 

(3)再生可能エネルギー導入促進に関する

件について 

(4) 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

 

出 席 委 員（16人） 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 西 山 宗 孝 

                委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 吉 永 和 世 

        委   員 坂 田 孝 志 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 西 村 尚 武 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 荒 川 知 章 

        委  員 亀 田 英 雄 

        委  員 髙 井 千 歳 

欠 席 委 員（なし） 

委員外議員（なし） 

 

説明のため出席した者 

環境生活部 

         部 長 小 原 雅 之 

        環境局長 坂 野 定 則 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏  

環境保全課長 村 岡 俊 彦 

首席審議員兼 

    循環社会推進課長 鈴   和 幸 

消費生活課長 三 角 登志美 

総務部 

      財産経営課長 松 尾 亮 爾 

企画振興部 

    交通政策課審議員 高 松 江三子 

商工労働部 

      総括審議員兼 

      産業振興局長 内 藤 美 恵 

商工政策課 

政策調整審議員 大 村 克 行 

    産業支援課審議員 荒 木 貴 志 

   エネルギー政策課長 岡 山 公 明 

農林水産部 

部 長 千 田 真 寿 

水産局長 渡 辺 裕 倫 

      首席審議員兼 

農業技術課長 髙 野   真 

      首席審議員兼 

畜産課長 鬼 塚 龍 一 

農地・担い手支援課 

        課長補佐 田 川 栄 一 

農地整備課長 永 田   稔 

     むらづくり課長 野 入 正 憲 

森林整備課長 宮 脇   慈 

森林保全課審議員 山 下 聖 二 

水産振興課長 森 野 晃 司 

漁港漁場整備課長 谷 水 秀 行 

水産研究センター所長 堀 田 英 一 

土木部 

総括審議員 

兼河川港湾局長 村 山 英 俊 

首席審議員兼  

土木技術管理課長 山 内 桂 王 
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下水環境課長 弓 削 真 也 

河川課長 仲 田 裕一郎 

港湾課長 倉 光 宏 一 

建築課長 上 野 美恵子 

教育委員会 

        施設課長 中 島 一 哉 

企業局 

        工務課長 伊 藤 健 二 

警察本部 

        会計課長 平 山 浩 之 

 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

     政務調査課主幹 村 山 智 彦 

 

  午前９時58分開議 

○緒方勇二委員長 それでは、ただいまか

ら、第２回海の再生及び環境対策特別委員会

を開催します。 

 本日の特別委員会はインターネット中継が

行われます。委員並びに執行部におかれまし

ては、発言内容が聞き取りやすいように、マ

イクに向かって明瞭に発言いただきますよう

お願い申し上げます。 

 それでは、今年度最初の委員会の開催に当

たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 委員長の緒方勇二でございます。本日は、

執行部を交えた最初の委員会でありますの

で、一言御挨拶を申し上げます。 

 本委員会の調査事件は、１つに、有明海・

八代海の環境の保全、改善及び水産資源の回

復等による漁業の振興に関する件、２つ目

に、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向けた

取組に関する件、３つ目に、再生可能エネル

ギー導入促進に関する件の３つが付託されて

おります。いずれも重要な課題であり、いろ

いろと御苦労もあるかと存じますが、引き続

き取り組んでいかなければならないと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 もとより、海と山は恋人であります。海と

山はつながっております。議論を深めてまい

りたいと思っておりますので、重ねて、よろ

しくお願い申し上げます。 

 今後１年間、委員の先生方をはじめ執行部

の皆さんの御協力をいただき、西山副委員長

とともに、本委員会の円滑な運営に努め、付

託調査事件に取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 簡単ですが、御挨拶とさせていただきま

す。 

 副委員長からも、一言御挨拶をお願いいた

します。 

 

○西山宗孝副委員長 おはようございます。

 副委員長の西山宗孝でございます。緒方委

員長を補佐して、委員会の目的を達するため

に、委員会の円滑な運営が行われますよう

に、委員各位、そして執行部、どうかよろし

くお願い申し上げまして、挨拶とします。よ

ろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 よろしくお願いします。 

 執行部の紹介につきましては、お手元の関

係部課職員名簿に代えさせていただきます。 

 なお、本日の委員会出席者は、説明資料に

関する職員のみとしておりますので、お手元

の配席表により御確認ください。 

 次に、執行部を代表して、小原環境生活部

長から挨拶をお願いいたします。 

 

○小原環境生活部長 着座のまま失礼いたし

ます。 

 委員会の開会に当たりまして、執行部を代

表して御挨拶を申し上げます。 

 県議会におかれましては、昨年度までは有

明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進

特別委員会として御審議いただいておりまし

たが、今年度から新たに、海の再生及び環境
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対策特別委員会を設置いただき、３項目を付

託調査事件として御審議いただくこととなり

ました。引き続き御指導よろしくお願い申し

上げます。 

 それでは、各項目の概要について御説明い

たします。 

 まず、有明海・八代海の環境の保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件につきましては、特別措置法に基づき

策定した県計画と県議会からいただいた提言

に沿って、川上から川下、そして海に至る総

合的な対策に取り組んでまいりました。 

 昨年７月には、八代海において発生したカ

レニア赤潮により、養殖魚などが大量にへい

死し、過去２番目となる約20億円の漁業被害

が発生しました。 

 また、先週14日には、八代海でシャットネ

ラ赤潮の警報を発令しており、漁業者と連携

しながら、被害が発生しないよう危機感を持

って対応しているところです。 

 有明海のノリ養殖では、昨年の漁期当初か

ら珪藻赤潮による色落ちが発生したほか、今

年１月には、暴風により養殖施設に４億円を

超える被害が発生しました。被災した漁業者

の経営継続を図るため、直ちに中間魚購入に

対する支援などを行ったほか、国への要望を

契機として創設された予算を活用した赤潮対

策事業を実施するなど、持続可能な養殖業の

構築に向けて取り組んでいるところです。 

 また、アサリにつきましては、昨年制定、

施行した熊本県産あさりを守り育てる条例に

基づき、引き続き、資源の回復や安全、安心

な流通、販売のための取組を進めてまいりま

す。 

 次に、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向

けた取組に関する件につきましては、地球規

模で温暖化の影響が生じており、令和２年７

月豪雨をはじめ、近年、様々な災害が発生し

ています。今年も梅雨に入り、早々に線状降

水帯による被害が生じるなど、ゼロカーボン

の取組の必要性を改めて実感しております。

熊本の住みよい自然と環境を未来を担う子供

たちにしっかりと残していけるよう、第六次

環境基本計画において定めている、2030年度

に温室効果ガスを50％削減するという目標に

向かい、今私たちができることをしっかり取

り組んでまいります。 

 ３つ目の再生可能エネルギーの導入促進に

関する件につきましては、世界的な脱炭素化

の流れの中、国において、主力電源として最

優先で導入拡大に取り組むとされています。 

 本県においても、令和２年策定の第２次総

合エネルギー計画において、2030年度の再エ

ネ発電量の割合を50％とする目標を掲げ、再

エネ施設の適地誘導のための立地ゾーニング

を実施するなど、地域共生型の再エネ導入を

進めているところです。 

 また、ＪＡＳＭが再エネ100％での運営を

表明するなど、再エネ導入の機運が高まって

います。再エネ導入の加速化に向けて、本委

員会での御意見等も踏まえ、しっかりと取り

組んでまいります。 

 本日は、これまでの経緯や現状と課題、今

年度の取組などについて、この後、関係課長

が御説明いたしますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、議題に入ります前

に、今年度の審議予定について御説明いたし

ます。 

 お手元にお配りしている令和５年度審議予

定を御覧ください。 

 年度当初の本日と来年２月の委員会では、

有明海・八代海再生、ゼロカーボン及び再エ

ネの３つの付託調査事件について審議するこ

ととします。そして、９月は有明海・八代海

再生を、11月はゼロカーボンと再エネを中心

に審議したいと思います。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます
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ので、よろしくお願い申し上げます。 

 有明海・八代海の環境保全、改善及び水産

資源の回復等による漁業の振興に関する件に

ついて執行部から説明を受け、その後、質疑

を行いたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明者は着座にて、説

明は簡潔にお願いします。 

 では、資料に沿って説明をお願いいたしま

す。 

 まずは、有明海・八代海の再生に係る現状

等について説明をお願いいたします。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 資料１の２ページをお願いします。 

 これまでの経緯でございますが、(1)有明

海及び八代海を再生するための特別措置に関

する法律の制定です。 

 平成12年度の赤潮による魚類やノリ養殖へ

の被害を契機に、平成14年11月に特別措置法

が制定されました。 

 (2)のとおり、有明海・八代海等総合調査

委員会が平成15年に設置され、枠に囲んでお

りますように、平成18年と平成29年に２回の

報告が出されております。しかしながら、抜

本的な方策の提示には至っておりません。現

在、令和８年度報告に向け、委員会で審議さ

れており、明日、荒尾干潟、住吉の長部田海

床路周辺を委員会が視察されると聞いており

ます。 

 (4)の県議会の有明海・八代海等の再生に

係る提言についてです。 

 平成15年６月県議会において有明海・八代

海再生特別委員会が設置され、平成16年２月

議会で提言をまとめていただきました。 

 さらに、令和２年２月議会で提言の見直し

をしていただき、３ページに記載しておりま

すとおり、提言に沿った県の取組を行ってお

り、本日もこの内容に沿って説明させていた

だきます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 時間の都合上、３の有明海・八代海の水質

の状況について、環境保全課分もまとめて報

告させていただきます。 

 環境基準の達成状況でございますが、５行

目から下線を引いておりますとおり、海の汚

濁の指標であるＣＯＤ及び富栄養化の指標で

あります全窒素、全リンともに、近年変動は

あるものの、ほぼ横ばいで推移している状況

でございます。 

 具体的には、６ページのグラフを御覧いた

だけますでしょうか。図のとおり、ＣＯＤ、

全窒素、全リンともに大きな変動はございま

せん。 

 なお、全窒素の図の中に赤の点線を0.2と

いうところで引いておりますが、これは28ペ

ージで説明させていただきます瀬戸内法に基

づく兵庫県の基準でございます。詳しくは、

28ページの中で説明させていただきます。 

 水質の状況は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 ４、有明海・八代海の漁業生産の状況につ

いてです。 

 まず、①漁業の状況、いわゆる取る漁業で

すが、上段左側のグラフは魚類、右側はアサ

リの漁獲量の推移で、黒丸が有明海、白丸が

八代海となります。 

また、下段のグラフは、魚類とアサリの県

内の漁獲金額の推移です。 

 まず、魚類の漁獲量ですが、有明海は減少

傾向にあり、令和２年は1,273トンで、八代

海は、有明海と比べ変動が大きく、令和２年

は4,770トンとなっております。 

  次に、アサリの漁獲量ですが、資源の回復

に向け取組を進めており、令和４年は、水産
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振興課調べで有明海85トン、八代海は11トン

となっております。 

 ８ページをお願いします。 

 ②養殖漁業の状況です。 

 上段のグラフは、ノリ養殖の生産枚数及び

生産金額の推移で、左が有明海、右が八代海

です。有明海の令和４年漁期は、漁期前半の

ノリの色落ちや１月の暴風の影響により、生

産枚数は約７億7,000万枚と減少しました

が、全国的なノリ不足により単価が高かった

ことから、生産金額は過去２番目となる約

140億円となりました。 

 下段のグラフは、ブリ類とマダイの生産量

及び生産金額の推移で、左側がブリ類、右側

がマダイです。ブリ類の生産量は、ここ数

年、5,000から7,000トン、マダイは8,000か

ら１万トンで推移しており、比較的安定した

生産が行われております。 

 水産振興課は以上です。 

 

○弓削下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料の10ページをお願いします。 

 提言項目、(1)海域環境への負荷の削減に

係る施策、①生活排水処理施設の整備促進と

適切な維持管理について御説明いたします。 

 まず、１、現状・課題等ですが、令和８年

度末の汚水処理人口普及率を93％に高めるこ

とを目標に、地域特性に適した生活排水処理

施設の整備を推進しております。 

また、下水道・集落排水施設への接続や浄

化槽の適切な維持管理等について、市町村や

関係機関と協力し、普及啓発活動に取り組ん

でおります。 

 ２、取組の方向性については、人口減少な

どの社会情勢の変化を踏まえ、未普及対策や

施設の老朽化に伴う計画的な改築更新及び広

域化、共同化など、効率的な運営管理に取り

組んでまいります。 

また、普及啓発活動や、下水道・集落排水

施設への接続、浄化槽の適切な維持管理等に

引き続き取り組んでまいります。 

 11ページをお願いします。 

 ３、令和４年度の主な取組実績及び令和５

年度の取組予定について、まず、令和４年度

の取組について、主なものを説明します。 

 ①の合併処理浄化槽への転換事業について

は、430基の転換を実施しました。 

③については、流域下水処理場などの汚水

処理施設で、施設の管理を最適化するストッ

クマネジメント計画に基づき、改築更新等の

工事を実施しております。 

 次に、令和５年度の取組予定でございます

が、①から④の事業について引き続き取り組

んでいくことにより、海域環境への負荷の削

減に努めてまいります。 

 下水環境課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 12ページをお願い

いたします。 

 ②普及啓発活動の展開でございます。 

 1、現状・課題等でございますが、県下一

斉清掃活動や環境出前講座等の普及啓発活動

を行っております。県下一斉清掃活動は、グ

ラフのとおり、コロナ禍で市町村数、参加数

とも減少しておりましたが、徐々に回復傾向

にございます。 

 ２の取組の方向性として、県下一斉活動が

さらに広がるよう市町村等へ働きかけを行う

とともに、環境出前講座などの普及啓発を市

町村等と連携して推進してまいります。 

 13ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定でございます。 

 河川や海岸の一斉清掃活動につきまして

は、令和５年度は、コロナ前のように県内各

地で清掃活動を再開したいと考えておりま

す。 

 なお、８月の20日を統一行動日として、昨

年実施ができなかった長洲港海岸を再度メイ

ン会場として行うことと考えております。 
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 ②の環境出前講座でございますけれども、

令和５年度は、地元の事例を取り入れるなど

事業内容の充実を図り、子供たちの理解がよ

り深まるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 14ページをお願いします。 

 提言項目１、海域環境への負荷の削減、③

適切な排水指導について御説明します。 

 まず、１の現状・課題等でございますが、

工場、事業場からの排水について、法より厳

しい排水基準を条例で定め、水質汚濁の防止

を図っております。また、工場、事業場への

計画的な立入検査による適正な排水指導を行

っております。 

 次に、２、取組の方向性でございますが、

海域の環境基準達成に向けて、事業場等への

立入検査や指導等により、汚濁負荷低減に努

めてまいります。 

 下の15ページをお願いします。 

 ３の令和４年度の主な取組実績及び令和５

年度の取組予定でございますが、①排水規制

対象事業場に対する計画的な立入検査とし

て、令和４年度は、延べ161事業場に立入検

査等を実施し、排水基準を超過した３事業場

に改善指導を行いました。令和５年度も、引

き続き事業場へ立入り等を実施し、公共用水

域へ排出される排水の汚濁低減を図ります。 

 次に、②海域における水質状況調査の実施

ですが、令和５年度も、引き続き水質測定計

画に基づき、健康項目、生活環境項目、その

他項目について、水質調査を実施してまいり

ます。 

 環境保全課は以上です。 

 

○髙野農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 16ページをお願いします。 

 農薬・化学肥料の使用量の削減についてで

す。 

 １の現状・課題ですが、これまで環境保全

型農業に取り組み、農薬と化学肥料の削減を

図るくまもとグリーン農業を推進してまいっ

た結果、平成16年度の使用量と比較すると、

化学肥料は約32％削減、化学農薬は約37％削

減しております。 

 ２の取組の方向性として、地下水と土を育

む農業推進条例に係る推進計画とともに、本

年３月策定しました熊本県みどりの食料シス

テム基本計画に沿って、取組の拡大とレベル

向上を図ってまいります。 

 次のページ、３の令和４年度の主な取組と

令和５年度の取組予定でございますが、①の

グリーン農業の生産拡大と取組の高度化とし

ましては、市町村等と連携して、農薬、化学

肥料を削減した取組の拡大を進めます。 

 ②の環境にやさしい農業の普及定着促進と

しましては、害虫を捕食する天敵の利用や、

分解の速い被覆肥料などの実証展示圃場を設

置し、技術の普及を図ります。 

 ③のグリーン農業の取組効果の見える化と

しましては、県内大学と連携した調査研究を

実施しておりまして、いずれも継続的に取り

組んでまいります。 

 農業技術課は以上です。 

 

○鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 

 18ページをお願いします。 

 家畜ふん尿の適正管理の継続でございま

す。 

 １、現状・課題として、近年、家畜の飼養

規模拡大が進んでおり、家畜排せつ物の適正

な管理がより重要となっていることから、家

畜排せつ物法に基づき、適正な管理を引き続

き推進しているところでございます。 

 ２、取組の方向性としましては、家畜排せ

つ物の適正管理の継続、堆肥舎等の維持管理
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や適正運用の継続、施設整備など、経営形態

に応じた対応を推進してまいります。 

 19ページ、令和４年度の主な取組実績及び

令和５年度の取組予定でございます。 

 家畜排せつ物の適正管理に向けた処理状況

の調査、浄化処理施設の処理水の分析等に係

る技術指導を実施するとともに、11月を畜産

環境月間と位置づけ、農業関連情報誌等を利

用した意識啓発、理解醸成活動を行っており

ます。 

 また、②にありますように、良質堆肥生産

や耕畜連携を推進するために、堆肥化処理施

設、堆肥散布機と機械の整備を支援しており

ます。 

 令和５年度も、引き続き、市町村や農業団

体と連携し、農家への助言指導や意識啓発な

どを行い、家畜排せつ物の適正な管理を推進

してまいります。 

 20ページをお願いします。 

 耕畜連携による堆肥の広域流通でございま

す。 

 １、現状・課題として、堆肥の利用を推進

するためには、良質堆肥生産技術の向上や耕

種農家と畜産農家のマッチングが重要であり

ます。 

 ２、取組の方向性といたしましては、①耕

種農家との連携や情報交換等の促進、②堆肥

製造技術の向上、③畜産地帯から耕種地帯へ

の堆肥のさらなる流通及び耕種農家による利

用の促進を進めてまいります。 

 21ページ、令和４年度の主な取組実績及び

令和５年度の取組予定でございます。 

 熊本県耕畜連携推進協議会の構成メンバー

であります県や農業団体が連携して、堆肥共

励会や農業フェア等での堆肥のサンプル配

布、堆肥需給マッチングサイト、くまもと堆

肥ネットの紹介等を実施しました。 

 令和５年度も、引き続き良質堆肥の生産や

必要な施設、機械の整備を支援し、堆肥の広

域流通を進めてまいります。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 養殖場から排出される負荷の削減でござい

ます。 

 まず、現状・課題についてですが、養殖場

の給餌や排せつによる環境負荷の低減が必要

であるため、窒素やリンを栄養塩として吸収

するヒトエグサなど海藻類の増養殖技術の開

発や、地元漁協が策定した漁場改善計画の着

実な実施の指導、支援、加えて、養殖業者に

対する適正な給餌量の指導を行っています。 

 ２の取組の方向性です。 

 引き続き、海藻類の増養殖技術の開発、普

及を研究のテーマとして取り組むとともに、

漁場改善計画の着実な実施を漁協に指導して

まいります。 

 次のページをお願いします。 

 ３の令和４年度の主な取組実績及び令和５

年度の取組予定です。 

 ①では、ヒトエグサ養殖の人工採苗の量産

化に取り組み、令和４年度は、771枚を７地

区９業者に配布しました。令和５年度は、高

水温耐性品種の開発にも取り組むこととして

おります。 

 また、②、③のとおり、令和４年度は、漁

協が策定した漁場改善計画に基づき、また、

魚類養殖業者が適正な給餌管理を行うよう指

導しています。令和５年度も、引き続き漁場

環境の維持、改善のため指導してまいりま

す。 

 水産研究センターからは以上です。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課です。 

 24ページをお願いします。 

 森林整備の着実な推進についてです。 

 １の現状・課題等ですが、森林の有する多

面的機能の持続的発揮に向け、植栽、間伐等
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の森林整備の推進が必要であり、併せて、県

民参加による森づくり活動を通じた県民の理

解醸成が重要となっています。 

 ２の取組の方向性ですが、各種補助事業を

活用して森林所有者等への支援を強化すると

ともに、森林ボランティアや企業等が実施す

る活動への支援等を進めていきます。 

 下の25ページをお願いします。 

 ３の令和４年度の主な取組実績及び令和５

年度の取組予定ですが、①の森林所有者等が

行う植栽、間伐等への助成について、令和４

年度は、国庫補助の森林環境保全整備事業や

県の水とみどりの森づくり税等を活用し、植

栽を約1,000ヘクタール、間伐を約4,000ヘク

タール実施しました。 

  令和５年度は、事業内容を拡充した森林再

生支援事業も活用し、再造林対策の強化をは

じめとした森林整備を実施してまいります。 

 ②のボランティア、企業等による森づくり

活動への支援等については、令和４年度は、

水とみどりの森づくり税を活用した県民の未

来につなぐ森づくり事業や、漁民の森づくり

事業により、森づくり活動に対する助成を延

べ26団体に、また、市町村等の森林公園整備

等に対する助成を15団体に実施しました。令

和５年度も、同様の助成を引き続き実施して

まいります。 

 森林整備課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 26ページをお願いいたします 

 抜本的な干潟等再生方策の検討、有明海で

ございます。 

 １の現状・課題でございますが、干潟で

は、覆砂、海底耕うん等による底質改善に取

り組んでおりますが、抜本的な対策には高度

な知見と膨大な費用が必要であり、国の主体

的な取組を求めております。 

 しかし、国でもいまだに具体的な再生方策

は見いだされておらず、令和４年３月に公表

された中間取りまとめにおいても、多くの項

目でさらなる調査研究が必要とされておりま

す。 

 ２の取組の方向性でございます。 

 国に対して、一番上の黒丸の泥土除去等の

抜本的な底質改善や、２番目の黒丸ですけれ

ども、大規模な海底耕うん等の実証事業の実

施を求めております。 

 右の図を御覧ください。 

 国の平成28年度委員会報告に示された再生

方策ですが、このうち、黄色のマーカーで囲

んでいる部分に底質改善、覆砂、海底耕う

ん、しゅんせつ、作澪等の実施、河川からの

土砂流入量の把握、適切な土砂管理、ダム堆

砂、河川掘削土砂の海域への還元の検討等、

国も整理しております。 

 先ほど委員長から、海と山はつながってい

るという冒頭の御発言がございましたが、こ

のつながりを回復するよう、これらの実施を

国に求めているところでございます。 

 27ページをお願いいたします。 

 取組実績と取組予定です。 

 ①ですけれども、政府要望の場を活用し

て、泥土除去及びその処分方法の確立など抜

本的な底質改善対策について、国が主体的に

実施するよう要望しております。 

 県議会の提言で御指摘いただいている陸域

からの土砂供給についても、上流から干潟へ

の砂供給による底質改善について、国に調査

を求めるよう求めておるところでございま

す。 

 また、②でございますけれども、上流から

干潟への砂供給による底質改善の実証事業を

大学と漁協等と連携して行っております。 

 令和４年度は、上流から干潟への砂供給に

向け、国や緑川漁協と協議して、御理解を得

たところです。令和５年度は、上流の砂礫を

干潟に設置する実証事業を漁協、大学等と連

携し、実施する予定でございます。 
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 また、スパルティナについてでございま

す。 

 令和４年度は、旧横島町の唐人川で新たに

生育が確認され、駆除を実施しました。引き

続きモニタリングを行い、生息を確認した場

合は早期駆除をしてまいります。 

 28ページをお願いいたします。 

 八代海湾奥部についてです。 

 １の現状・課題でございます。 

 八代海湾奥部は、下の29ページの図のとお

り、不知火干拓が海域に突き出た特殊な地形

から土砂堆積が進行し、地元では水害リスク

に対する懸念がございます。そのため、県に

対しては、高潮対策、排水機場の機能強化、

河川掘削等の実施を地元から要望されており

ます。また、国に対しては、将来の土砂堆積

影響調査等の実施を要望されておるところで

ございます。 

 ２の取組の方向性です。 

 防災対策は連携が重要ですので、宇城市な

どの事業主体とタイムスケジュールを共有

し、水害リスクの軽減に取り組みます。ま

た、地元と連携し、国に対して影響調査等の

実施を要望します。本年度は８月24日に地元

が国に要望するということで、県に対しても

同行してほしいという依頼があっておりま

す。 

 29ページをお願いします。 

 主な取組実績及び取組予定です。 

 ①の水害リスクの軽減に向け、宇城市と情

報を共有し、取組を進めております。 

 まず、黄色の海岸堤防でございますけれど

も、1999年の高潮を踏まえた対策が完了して

おります。黒の漁港整備事業につきまして

は、高潮対策や樋門の改修は完了しておりま

す。 

 水色の河川事業でございますけれども、引

き続き、町なかでの河川改修に取り組み、流

下能力向上のための河川掘削にも併せて取り

組みます。 

 また、河川の流下能力の向上に合わせまし

て、緑色の部分でございますけれども、宇城

市がポンプ場を整備し、内水対策を行いま

す。 

 また、グレーで囲っております排水機場に

つきましては、国営で２基の設置に取り組み

ます。 

 先ほど６ページに関係しておりましたけれ

ども、28ページの参考で書いておりますとお

り、瀬戸内海における栄養塩に関する取組に

ついて、併せて御報告させていただきます。 

 令和３年６月の瀬戸内法改正で栄養塩類管

理制度が創設され、令和４年10月に兵庫県が

栄養塩管理計画を策定されました。内容は、

全窒素が、県条例の下限値0.2を下回るおそ

れがある海域を対象に、栄養塩類の供給を目

指すというものでございます。 

 ６ページにもう一度お戻りいただけますで

しょうか。この６ページのとおり、本県では

0.2というこの兵庫県の基準下限値を、有明

海、八代海ともに超えておるという状況にご

ざいます。 

 また28ページにお戻りください。 

  兵庫県におきましては、既に実施済みの下

水処理の季節別運転に加え、計画で新たに位

置づけた工場の栄養塩類増加措置の実施に向

けて取組を進められております。今後、増加

措置実施による影響等につきまして、引き続

き兵庫県から情報収集を行ってまいります。 

  環境立県推進課は以上でございます。 

 

○谷水漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 30ページをお願いいたします。 

 アサリ等の水産資源回復等による漁業の振

興の①干潟等の漁場環境改善のための事業の

充実の有明海につきまして、まず、現状・課

題といたしまして、頻発する豪雨災害などに

よる水産資源の生息環境の悪化が挙げられま

す。干潟域では、覆砂等による底質改善の効
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果が見られますが、食害への取組が必要とな

ってございます。浅海域でも、食害に対する

藻場の保全、拡充が必要な状況でございま

す。 

 ２の取組の方向性についてでございます

が、干潟域では覆砂等、浅海域では藻場の造

成を実施するとともに、漁業者等による食害

生物の駆除などの取組を支援してまいりま

す。 

 31ページは、４年度の実績と５年度の予定

になります。 

 ①の干潟域では、４年度に続き、５年度も

熊本市及び宇土市で覆砂を実施する予定でご

ざいます。 

②の浅海域では、４年度に続き、５年度も

天草市及び苓北町で海藻繁茂調査を実施する

予定でございます。 

③は、漁業者等の取組への支援でございま

す。 

４年度に続き、５年度も干潟や藻場の保全

を支援する予定でございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 八代海についてでございます。 

 現状・課題といたしまして、有明海と同

様、水産資源の生息環境の悪化や北部海域で

の淡水化等が挙げられます。 

 ２の取組の方向性につきましても、有明海

と同様、覆砂や藻場造成等の漁場整備、ま

た、漁業者等による漁場保全の取組を支援し

てまいります。 

 33ページは、４年度の実績と５年度の取組

予定でございます。 

 ①の干潟域では、４年度に続き５年度も、

宇城市、氷川町、八代市で稚貝の生息密度調

査を実施いたします。 

②の浅海域では、４年度に八代市及び水俣

市で、５年度には、芦北町、津奈木町及び天

草市で藻場造成を実施する予定でございま

す。 

③の漁業者等の取組への支援につきまして

も、有明海と同様、干潟や藻場の保全を支援

してまいります。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 34ページをお願いします。 

 (3)アサリ等の水産資源回復等による漁業

の振興の③栽培漁業及び資源管理型漁業の推

進、有明海です。 

 １の現状・課題等ですが、有明海の主要な

水産資源については、有明海沿岸４県と国が

協調し、漁場環境の改善や増殖技術の開発、

漁獲サイズ等の制限などの資源回復の取組を

推進しております。特にアサリにつきまして

は、早急な資源回復に向け、稚貝を保護する

網袋や被覆網の設置などの取組を進めてお

り、対策を行った漁場では、多くの稚貝の発

生や高い生残率が確認されております。 

 また、熊本県産あさりを守り育てる条例に

基づき、アサリ資源の保全、回復に向けた集

中的な取組を推進しております。 

 ２の取組の方向性ですが、引き続き、アサ

リをはじめとした資源の早期回復に向けた取

組を進めるとともに、クルマエビ等の共同放

流など、栽培漁業を推進することとしており

ます。 

 下の３、令和４年度の取組実績及び令和５

年度の取組予定ですが、 

①、②のアサリの資源回復については、各

漁場で効果が見られる稚貝の着底促進の保護

の取組など、早期回復に向けた取組を推進し

ていきます。 

 ③、④の共同放流につきましては、計画的

にマダイ、ヒラメ等の種苗放流を推進すると

ともに、効果的な放流技術の開発に取り組む

こととしております。 

 ⑥の熊本県産あさりを守り育てる条例に基

づくアサリ資源の回復の取組につきまして

は、指定した区域でのアサリの増殖試験や稚
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貝の保護対策などの取組を推進してまいりま

す。 

 36ページをお願いします。 

 ④栽培漁業及び資源管理型漁業の推進、八

代海です。 

 １の現状・課題等についてですが、八代海

では、マダイ、ヒラメなどの計画的な共同放

流による栽培漁業を推進しております。特

に、八代海特産のアシアカエビやキジハタの

放流魚種の開発や、エビ類の共同放流体制の

整備を進めております。また、アサリの資源

回復に向けた漁場環境の改善や、母貝団地の

造成などの取組を推進しています。 

 こうした取組により、さきの豪雨の影響で

減少したアサリは、被覆網による保護対策が

進んだこともあり、漁獲につながっておりま

す。 

 ２の取組の方向性としては、種苗放流によ

る栽培漁業や資源管理型漁業の推進、アサリ

資源の早期回復に向けた取組を進めてまいり

ます。 

 下の３、令和４年度の取組実績及び令和５

年度の取組予定ですが、 

①、②の共同放流については、計画的な種

苗放流や放流技術の開発に取り組みます。 

 ③の八代海でのエビ類の共同放流について

は、沿海市町と漁協等が連携した効果的な共

同放流を推進します。 

 ④、⑤の資源管理については、漁業法改正

に伴い、資源評価に基づき、漁獲量を管理す

る新たな資源管理の取組やアサリ資源の早期

回復に向けた取組を推進することとしており

ます。 

 38ページをお願いします。 

 ⑤持続的養殖漁業の推進、有明海です。 

 １の現状・課題等についてですが、ノリ養

殖においては、近年の高水温や病害に対し、

海域の環境変化に対応した養殖スケジュール

や酸処理剤の適正使用、高水温に強い優良品

種の開発に取り組んでおります。 

 ノリ養殖は、全国的に厳しい状況にありま

すが、本県生産者におかれては適切な養殖管

理に取り組まれておりまして、１経営体の生

産枚数、金額は増加しております。 

 また、令和５年１月の暴風により、ノリ網

や養殖支柱などに約４億円の漁業被害が発生

しております。 

 令和４年の生産状況については、生産枚数

７億7,000万枚で、前年比78％と減少してお

りますが、全国的に生産不調が続き高値で推

移したことから、生産金額は140億3,000万円

と前年比120％となっております。 

  ２の取組の方向性ですが、引き続き、ノリ

の安定生産に向けた取組を推進してまいりま

す。 

 下の３、令和４年度の取組実績及び令和５

年度の取組予定ですが、 

①の漁場環境に適応した養殖環境スケジュ

ールや養殖管理につきましては、県漁連等と

連携し、栄養塩の調査等を行い、漁場環境や

生産状況に応じた養殖管理の取組を推進して

まいります。 

 ②のノリの酸処理剤については、漁場の巡

回指導を行い、適正な使用や使用量削減を推

進してまいります。 

 ③のノリの優良品種の開発については、高

水温に強い品種の養殖試験を行うなど、優良

品種の作出試験を進めてまいります。 

 40ページをお願いします。 

 ⑥持続的養殖漁業の推進、八代海です。 

 １の現状・課題等についてですが、魚類養

殖については、持続的な養殖業を推進するた

め、漁場環境に配慮した養殖を推進するとと

もに、赤潮被害の防止対策や巡回指導による

疾病対策に取り組んでいます。 

 昨年７月に発生したカレニア赤潮による漁

業被害は、トラフグ、シマアジ、マダイなど

養殖魚介類や天然魚のへい死、10億円を超え

る被害金額となっております。 

 また、ヒトエグサやマガキなどの養殖技術
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の開発や養殖試験に取り組んでいます。 

 ２の取組の方向性についてですが、漁場改

善計画の着実な実施や赤潮被害の防止対策、

藻類、貝類の新たな養殖技術の開発等に取り

組んでまいります。 

 下の３、令和４年度の取組実績及び令和５

年度の取組予定ですが、 

①、②の養殖管理については、漁場改善計

画の着実な実践や漁場環境の改善への指導を

行うとともに、水産用医薬品の適正使用な

ど、安全な養殖生産に向けた取組を推進しま

す。 

 ③の昨年カレニア赤潮に被害を受けた養殖

については、へい死魚処理や中間魚の支援、

また、赤潮に強い持続的な養殖生産体制構築

のため、新規漁場の調査の取組を支援してま

いります。 

 今後、赤潮被害に対しては、関係者が連携

した赤潮情報ネットワークによる赤潮の早期

発見と被害防止対策を推進します。 

 ④のマガキや藻類養殖については、安定生

産に向けた養殖技術の普及に取り組んでまい

ります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セン

ターです。 

 42ページをお願いいたします。 

 再生に向けた調査研究の充実でございま

す。 

 まず、現状・課題についてですが、定期的

な海況観測やノリ養殖漁場の栄養塩調査、ア

サリやハマグリの生息状況調査等とともに、

天草市や養殖組合等と連携し、赤潮の早期発

見と迅速な情報発信等を行い、養殖業者等の

赤潮対策に対する支援を行いました。 

 ③では、国や大学、関係県等と共同研究、

研究成果等の情報交換、関係機関とのデータ

ベース構築への参加など、効果的、効率的な

調査研究に取り組んでまいりました。 

 ２の取組の方向性ですが、引き続き国や大

学等の研究機関との役割分担や情報共有を図

り、連携して、有明海・八代海の再生に向け

た調査研究に取り組んでまいります。 

 次のページをお願いいたします。 

 令和４年度の主な取組実績及び令和５年度

の取組予定についてです。 

 まず、アサリ、ハマグリ等の重要二枚貝等

については、分布状況や、国や有明海沿岸３

県と協調した浮遊幼生の発生状況等を把握

し、資源管理に資するよう取り組んでまいり

ました。 

 また、赤潮被害軽減のため、モニタリング

等の結果のＳＮＳ等を活用した速やかな漁業

関係者への情報発信に加え、餌止め等の対策

を指導してまいりました。 

 さらに、大学等と共同で八代海のタチウオ

やカタクチイワシの移動生態の把握のため、

耳石等の元素分析を行うほか、環境変化に対

応したノリ養殖品種の選抜試験を行いまし

た。令和５年度も、これらの課題に引き続き

取り組んでまいります。 

 水産研究センターは以上です。 

 

○谷水漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 上流から下流まで連携した海洋ごみ等対策

の推進の①海洋ごみ対策につきまして、現

状・課題としまして、近年、豪雨等が頻発

し、大量の海洋ごみが漂流、漂着し、漁業活

動への影響等が生じておりまして、今後も懸

念されてございます。 

 ２の今後の取組の方向性につきまして、漁

業活動に支障となる漂流ごみ等を回収、処分

し、白川の河口域では、流入ごみ対策として

フェンスを設置いたします。また、海岸の漂

着ごみについても、各海岸管理者により回

収、処分をいたします。 

 45ページは、４年度の実績と５年度の予定
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になりますが、①の漂流ごみにつきまして

は、４年度は、漂流ごみ等の回収、処分や白

川河口域に漂流物対策フェンスを設置いたし

ました。５年度も同様に取り組んでいく予定

でございます。 

 ②の海岸の漂着ごみにつきまして、４年度

は、各海岸管理者で回収、処分をいたしまし

た。５年度も、関係機関で連携し、回収、処

分に取り組んでまいります。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○鈴循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。 

 46ページをお願いいたします。 

 ②の海洋プラスチックごみ対策についてで

す。 

 １、現状と課題につきまして、１つ目のポ

ツですが、海洋プラスチックごみの多くは陸

域から流出したものであり、流れ出る前の効

率的な回収が必要でございます。 

 ２つ目のポツで、消費者、農業、漁業由来

があり、発生源に応じた流出防止策が必要な

こと、３つ目のポツで、プラスチック資源循

環促進法の施行があり、市町村での分別回

収、リサイクルの一層の促進が必要になった

ことを挙げております。 

 ２、取組の方向性につきましては、くまも

と海洋プラスチックごみ『ゼロ』推進会議か

らの提言を踏まえ、回収、排出抑制、リサイ

クルの３つの柱に取組を進めることとしてお

ります。 

 47ページをお願いいたします。 

 令和４年度の実績と５年度の取組予定でご

ざいます。 

 ①は、陸域、海域での回収強化の取組で

す。 

 令和４年度は、市や町における海洋ごみの

回収、処分のほか、発生抑制の対策を支援し

ています。令和５年度も、引き続き支援を行

ってまいります。 

 ②は、排出抑制の取組でございます。 

 令和４年度は、農業、漁業団体と連携した

啓発事業や、菊池川下流域周辺での調査を実

施しました。令和５年度は、飲食店等に対し

て、プラスチック代替製品の導入に向けた啓

発等にも取り組んでまいります。 

 ③は、分別回収・リサイクル促進の取組で

す。 

 令和４年度は、市町村におけるプラスチッ

クごみ分別回収を支援するとともに、リサイ

クル製品の認証を行いました。令和５年度

も、引き続き市町村への支援を行ってまいり

ます。 

 循環社会推進課は以上でございます。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 48ページをお願いします。 

 (6)諫早湾干拓事業に係る対応の①諫早湾

干拓訴訟をめぐる状況についてです。 

 １のこれまでの開門をめぐる司法判断につ

きましては、５年間の排水門の開放を命じる

判決と開門の差止めを命じる相反する司法判

断が示されていました。 

 ２の開門をめぐる動きですが、昨年３月25

日に、福岡高裁での差戻し審で、国の主張を

認め、非開門との判決が出されましたが、漁

業者側は、判決を不服として最高裁へ上告さ

れておりました。そして、今年３月１日に、

最高裁は、開門を求める漁業者側の上告を棄

却しています。これにより、これまでの相反

する司法判断が、国の主張を認める非開門で

統一されております。 

 ３の今後の方向性についてですが、県とし

ましては、今後の状況を注視するとともに、

有明海再生の取組が前進するよう、県漁連な

どの関係団体や国と連携しながら取り組んで

まいります。 

 水産振興課は以上です。 
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○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 50ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海再生に向けた県計画に関す

る令和５年度の事業でございます。 

 トータルでございますけれども、令和５年

度のトータルが約203億円と、昨年度、一番

右側に昨年と書いておりますけれども、166

億円に対して37億円ほど増加しております。

主な増加は、河川事業が大体25億円ほど増加

しておるというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。 

 質疑を受けたいと思います。 

 質疑をされる方は、ページ番号を言って…

…。 

 

○西村尚武委員 41ページと43ページで赤潮

の件が出ています。冒頭の部長挨拶で、昨年

７月には八代海において発生したカレニア赤

潮により養殖魚が大量にへい死し、過去２番

目となる約20億円の漁業被害が発生したと。

 また、先週には八代海でシャットネラ赤潮

の警報を発令したとなっておりますが、毎回

私質問するんですが、今現在、調査研究をし

ているという話が結構出ています。今回、あ

まり出てなかったですけれども、その中で、

その調査研究の進捗というか、その辺がもし

分かれば話していただきたいと。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セン

ターです。 

 赤潮につきましては、これまでも御報告し

ているとおり、過去から、国、それから全国

の関係県等も含めて、調査研究が進められて

いるところです。 

 これまで様々な調査研究の中で、例えば、

粘土の散布を行うことで一定の種類の赤潮に

は効果がある、あるいは早めの餌止め等を行

うことで魚の生残が向上する、そういったと

ころについては、実際に現場でも活用されて

きているところです。 

 それ以外にも、例えば、現在やられている

ようなところでは、赤潮の早期発見に向け

て、今まで県が主体となって、あるいは養殖

組合と連携して取り組んでまいりましたけれ

ども、今年度、漁業者の方々と連携して取り

組む体制も整えてまいっております。 

 しかしながら、赤潮の原因究明につきまし

ては、まだまだ情報が不足しておりまして、

特に、昨年度被害が出ましたカレニアにつき

ましては、本県での被害報告が過去１～２件

程度ということで、まだまだ情報の収集が十

分なされておりません。 

 引き続き情報の収集をしながら、いかに早

く発見して対策を打っていけるか、また、具

体的な対策としてどのようなものがあるかと

いうことは、引き続き、県それから国、関係

県と連携して研究を進めているという状況

で、今のところ、これといって進捗が大幅に

進んだというものがないのが現状です。大変

申し訳ございません。 

 

○西村尚武委員 なかなか難しいというのは

私も理解しています。そういう中で、産官学

ですか、そういう部分で手も入れられている

と思うんですが、今、漁業者側のその対応策

とすれば、もう保険しかないんですね。昨年

の20億円ぐらい共済保険が出た赤潮被害のと

きは、粘土まで足りなくなったような話も出

ていますし、これは市の問題ですけれども、

へい死した魚の処理問題、これはまた市のほ

うで対応していただきたいと思いますけれど

も。その共済保険もなかなか、大体かけれぬ

人もおると。 

 最近私が聞くには、もう今度赤潮が発生し

たら、これは一部ですが、廃業するしかない

なというような話まで聞こえてくるもんです
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から、その辺もぜひお願いをしたいなと思っ

ていますし、あとは、これは、今日に関係な

いのかもしれぬですけれども、共済保険の中

身、これも養殖組合のほうでちょっと検討し

ますということも私も聞いていますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 昨年のカレニア赤潮につきましては、委員

おっしゃるように、19億を超える被害が出て

おりまして、県としましても、早急に経営の

安定的な生産のために、中間魚の導入支援、

それから市町村が行われます、へい死魚の処

理につきましても支援をしまして、市町と連

携して適切な対応に取り組んできたところで

す。併せまして、次回のもしも発生した場合

に備えまして、粘土を大分使いましたので、

そういった粘土の凝固材、それについて支援

をしてきたところです。 

 昨年、国の補正予算を使いまして、現在、

持続的な養殖生産体制構築のために、早期の

発見のためのネットワークという形で、より

綿密な調査をできるような体制に向けて今取

組を進めておるところでございまして、あ

と、併せて、被害が少ない漁場の開拓とか、

そういった取組を現在進めているという状況

でございます。 

 あわせまして、共済につきましては、やは

り今回被害が出た場合に一番やっぱりどうし

ても養殖共済に入っていただくということが

やはり必要となりますので、県としまして

も、これまでも加入の掛金の補助とか、そう

いったところを支援しておりまして、引き続

き推進していきたいと考えているところで

す。 

 

○西村尚武委員 今説明いただきました。 

 粘土、みょうばんを入れて粘土をまく、こ

れは最近、14日前ですかね、そのときは効果

があったというふうに私も聞いております。

そういう後追いじゃなくて、根本的な部分が

なかなかできぬのかなというような歯がゆい

思いをしておりまして、それはぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

 コロナ前で養殖業は右肩上がりになりつつ

あったのが、コロナでちょっとまた落ち込ん

で、今度赤潮が出たらもう大変なことになる

なと。また、７月が控えていますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですね。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 関係市町、それから、海水養殖漁協をはじ

めとしました漁協と連携して、そこをしっか

り対応できるように取り組んでまいりたいと

思います。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○岩下栄一委員 冒頭に委員長が、森と海は

恋人というような表現をされまして、そのと

おりだと思いますけれども、森の栄養は海、

豊かなもてなしで豊かな海を形成していると

いうことは言うまでもない。しかし、陸上か

らいろいろ流れていくものが海洋を汚染して

いるということもまた大きな事実でありま

す。 

 そこで、この森林整備というのは本当にそ

ういう意味では、豊かな海をつくるには必要

欠くべからざるものでありますし、また、陸

上から流れ出る農産物関係の肥料とかそうい

うものは、海を汚染する張本人であるという

ことも言えると思いますけれども、海と山が

本当にともに、海も生きる、山も生きる、森

も生きるというふうな自然環境が一日も早く

達成できればすばらしいなと思います。ちょ
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っとここで私勉強不足で知らぬもんですから

お尋ねしますけれども、赤潮の中で、赤潮も

結局は栄養でしょう。カレニア赤潮とシャッ

トネラ赤潮という言葉が冒頭の部長のお話の

中にありましたけれども、これはどういうや

つですか、横文字は。カレニア、シャットネ

ラ……。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セン

ターです。 

 シャットネラとカレニアの違いということ

でしょうか。 

 

○岩下栄一委員 そうですね。簡単に説明し

てください。何物かということですよ。 

 

○堀田水産研究センター所長 シャットネラ

属というものが過去に大きな被害、それか

ら、昨年度、カレニアミキモトイというもの

が大きな被害を及ぼしております。 

 シャットネラ属につきましては、場合によ

っては数十細胞からでも被害を及ぼすという

ことで、カレニアよりも毒性が強い種類とい

うことになります。 

 それと、カレニアにつきましては、これま

での他県の情報等も含めまして、発生初期に

海面の表層ではなくて、やや深い５メーター

とか10メーター層で発生、増殖が始まるとい

うそういう特徴がある。それと、日周運動と

いいまして、昼間は表層付近、夜は30メータ

ーぐらいまで、海底付近に下りていくという

ことと、海底付近で栄養を活用できるという

特性があるということが知られております。 

 

○岩下栄一委員 何物ですか、これは。 

 

○堀田水産研究センター所長 これは全部植

物性プランクトンでございます。赤潮の種類

というのは多種ございますけれども、その中

でも特に、カレニア、それからミキモトイや

シャットネラ属といったものは、非常に要注

意するべき赤潮原因のプランクトンというこ

とです。 

 

○岩下栄一委員 分かりました。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑。 

 

○荒川知章委員 先ほど、41、42、43で赤潮

の保険の話が出ましたけれども、３年魚に関

しては結構入っていらっしゃる方もいらっし

ゃいましたけど、１年、２年で入ってない方

がいらっしゃって、そこで被害が結構大きか

った方もいらっしゃるんですけれども、この

令和４年７月の赤潮以降の保険の加入状況と

いうのを教えていただいていいですか。 

 

○渡辺水産局長 県の漁業共済組合に確認し

ましたところ、昨年加入されていなかった養

殖業者の方も新たに加入されているというこ

とで、昨年より加入状況が非常によくなって

いるというふうに聞いております。最終的な

数字については、６月、７月以降ぐらいに数

字が出てくるというふうに聞いております。 

 以上です。 

 

○荒川知章委員 ありがとうございます。 

 市町村によっては、その保険の加入のちょ

っと補助的なのをされているところもあると

伺ったんですけれども、原因が究明できるま

では、なるべくこの保険のほうを加入いただ

けるように、またよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございます。 

 

○渡辺水産局長 委員御指摘のとおり、赤潮

というのはプランクトンの異常増殖という自
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然現象でもありますので、それに備えるとい

うところが一番大切であるというふうに考え

ております。引き続き共済の加入について一

生懸命取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○荒川知章委員 ありがとうございます。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○荒川知章委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○岩田智子委員 47ページなんですけれど

も、ずっとやっぱり海洋プラスチックごみ対

策とかに取り組んでおられて、例えば、その

排出抑制というのは、私もすごく大事だと思

うんですよね。 

 それと、リサイクル分別回収の促進という

ところが書いてありますが、市町村等による

プラスチックごみの分別回収が拡充するよう

に昨年度も説明会などを行っているというこ

とで、拡充をされているのかどうか、市町村

でごみを分別するというような取組が進んで

いるのかどうか、ちょっとお尋ねします。 

 

○鈴循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。 

 今委員から御質問がございました市町村の

分別回収の進捗度合いなんですけれども、例

えば白色トレー、あれなんかも、支援等もご

ざいまして、今年度も補助を使って取り組も

うという団体が２団体ほど増えるというふう

な状況でございまして、今のところそのよう

な動きがないところが、県内はあと２団体と

いうような状況になっております。時間は少

々かかっておりますけれども、少しずつは進

んでおるかと思っております。 

 

○岩田智子委員 毎回、こういう文言で取り

組んでいるというのが書いてありますので、

ぜひその２団体が、また、きちんと取り組め

るようによろしくお願いしたいと思います。 

 

○鈴循環社会推進課長 承知いたしました。 

 

○岩田智子委員 あと、だから、リサイクル

というのはとても大事なんですけれども、リ

サイクルするのにもＣＯ2が出ると思うの

で、やっぱり排出抑制というのが一番大事だ

なというふうに私も思いますので、しっかり

取り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 要望ですね。 

 

○岩田智子委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○山口裕委員 48ページ、一定の結果が出た

裁判なんですが、その中でも、佐賀県の知事

におかれては、この確定判決を聞いて、法治

国家なのかという評価をされたと記憶してお

ります。 

 基本的に熊本県の考え方、知事のコメント

として、有明海の再生をしっかりと進めてい

くということが必要だということは評価でき

るところでありますが、やはり有明海に関係

を持つ多くの県が協調してやっていくことが

重要だなと思っておりますので、今の時点で

の行政の考え方を聞かせてください。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今委員おっしゃってましたように、今回、

開門調査をめぐる司法判断と最高裁判決とい
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うものはやはり重く受け止める必要があると

いうことで考えております。また、やっぱり

有明海の海域環境の変化という原因究明につ

いても必要ということになりますけれども、

ただ、有明海の再生というのは一層進めてい

く必要があるということで、今現在、沿岸４

県と国と連携しまして、有明海再生に向けた

取組を進めております。 

 そういった取組をさらに一層進めていくと

いう必要がありますので、そういう取組も、

しっかり地元漁業団体、それから国と連携し

ながら進めていきたいと考えております。 

 

○山口裕委員 佐賀県にも様々な事情がある

んでしょうし、そういったことも含めての御

発言だということも一定程度理解せぬでもあ

りませんが、熊本県としては、再生を第一義

に、佐賀県の考えもちょっとは取り入れなが

ら、うまいこと、令和８年の最終報告に向け

て取組をやってほしいと思いますし、有明海

の再生はずっと続けていかなければいけない

事柄だと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いします。 

 あと一点、よろしいですか。 

 昨年から、緑川において、我々の提言に基

づいた動きをやっていただいております。27

ページ、上流域から干潟域への砂供給につい

て、大学等と連携して実証事業をされていら

っしゃいますけれども、このことについて、

状況等について教えていただければと思いま

す。 

 

○吉澤環境立県推進課長 提言にもいただい

ておりますとおり、上流からの砂の供給とい

うことについて、一昨年度から研究として具

体的な取組を行っております。 

 昨年度末、緑川漁協に対しても、こういう

ような取組をしたいということで御相談に伺

いまして、漁協からも、そういった取組は必

要だと。ただ、山から海だけじゃなくて、先

ほど委員長からも話がありましたとおり、流

域全体にその効果が広まるように取組をお願

いしたいという御注文をいただいております

ので、そういった意識も持って今後取組をし

なければならないと思っております。 

 今後、国と協議をしまして、上流側の砂供

給を受けて、実証事業ということを下流でさ

せていただきたいというふうに今調整を行っ

ているところでございます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 基本的には、漁業者の御意

見、そして、河川の状況、地域の状況、堆砂

する砂礫等をどうやって処分というか、片づ

けるかという課題等も含めて、今できる必要

性の高い事業をやっておられるんだろうなと

いうことは十分理解しますので、早く結果を

出していただいて、その上でその再生につな

がる一つの方策だということを声高に言って

いただける環境をつくっていただければと思

っております。要望しておきます。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○末松直洋委員 ページ６と、ページ28の栄

養塩、全窒素と全リンと書いてありますが、

アサリ貝が様々な施策によって増加傾向にあ

るということでありますが、６ページの全窒

素の経年変化ということで、平成17年は0.3

を超えている、であります。その下のページ

の右上のグラフにおきましては、平成14から

18年ぐらいは、アサリ貝はずっと増えており

ます。 

 そこで、ちょっと質問をしたいのが、この

兵庫県が0.2を下回ったら、栄養塩を高める

工場の排水とかを上げるということでありま

すが、この数値の設定というのは国でされて

いるのかどうかが１点。もう一点は、工場で
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兵庫県が栄養塩を増加するためにされるとい

うことでありますが、これは、下水処理場で

も、例えばそういう数値を上げることが可能

なのかどうか、この２点についてお聞きした

いと思います。 

 

○吉澤環境立県推進課長 まず１点目の0.2

というのは国が定めているのかということで

すけれども、これは、法律の範囲内で兵庫県

が定めた基準でございます。 

 ２点目の下水処理場で栄養塩を供給するこ

とができるかですけれども、この点につきま

しては、実は、熊本でも荒尾市と熊本市の下

水道で、地元の漁協等の要請を受け、これは

主にノリの関係ではございますけれども、要

望を受けて季別運転という形で実施をされて

おります。具体的にもう実際できるというこ

とでございます。 

 

○末松直洋委員 最初の質問の0.2というの

は国の設定数値じゃないということ、あまり

上げ過ぎると環境を悪化させる。今回、兵庫

県の取組を注視されているということであり

ますので、どれぐらい上げたらいいのかとい

うのは、なかなか分かりにくいでしょうけ

ど、ぜひ注視していただきたいと思います。 

 そして、２点目の下水処理場で上げられる

ということでありますので、ぜひ兵庫県の取

組を参考にされていただきたいと思います。 

 もう一点いいでしょうか。 

 29ページの八代海湾奥は私の地元でありま

すが、海岸堤防とか、しゅんせつ、そして排

水機場の取組方針などをしていただいている

ことは本当にありがたく思っております。 

 なぜあそこに泥がたまりやすいかといいま

すと、やはり現場を見とって、川から流れて

くる土砂はあんまりないみたいだと。やっぱ

り海のほうから押してきて、大野川の宇城市

役所の横のしゅんせつもしていただきまし

た。浅井手川は宇城市のほうからしていただ

いたけれども、もう２～３年したら、元の土

砂がたまっているような状況でありますの

で、これは抜本的な対策をするためには相当

大きな施策が必要かと思いますが、その点に

ついてお聞きしたいと思います。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 今委員がおっしゃったように、土砂がたま

る要因というのは、私たちも環境省のコンサ

ル担当の方々と意見交換をさせていただく中

で、今おっしゃったとおり、川からの流入と

いうよりは、潮が引くときに、シルト分を残

していっているということが主な要因という

こと、話がございました。まさにそのとおり

でございます。 

 なかなか抜本的な取組ということは難しい

ところではございますけれども、シルト分が

残っているものをいかに流すかということ

が、やっぱりどうしても大事だということで

環境省の関係者も話をしておりましたので、

今行われているようなフラッシングだったり

とか、これを続けながら経年的にどうなって

いくかという、これをしっかりと押さえてい

く必要があるのかと思っております。 

 

○末松直洋委員 なかなかフラッシングじゃ

出ていかないんですよね。やはり河川にたま

った土砂は、数年に１回のしゅんせつをしな

いと、なかなか解決していかないと思います

ので、ぜひそこら辺、河川課のほうもよろし

くお願いいたします。 

 

○仲田河川課長 河川課でございます。 

 委員御指摘のとおり、河川に対する掘削の

要望というのは非常に強いというふうに伺っ

ております。特に、洪水時に河積をしっかり

確保することによって、洪水に対する災害等

を防ぐという大きな目的ございますので、河

川の掘削につきましては、維持掘削になりま
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すけれども、たまったものについては、すぐ

土砂を取るということをこれからも心がけて

まいりたいというふうに思っております。 

 

○末松直洋委員 ありがとうございます。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○末松直洋委員 以上です。 

 

○坂田孝志委員 今のは、河川は河川でいい

けど、海のみお筋のしゅんせつですよ。満ち

潮が強いんですよ、引き潮よりも。だからた

まるから、だからたまらないように、やはり

少しでもそれに手助け、引き潮をしやすいよ

うに海のみお筋しゅんせつですよ。これは全

然進んでないでしょう。かれこれもう何十

年、そこの研究というか、やろうというとこ

ろは、これまでもいろいろやってきたけれど

も、海岸べたば。耕地課や土木や水産や何や

かや、海の中のことでしょう。国と何かそこ

ら辺の協議は進んでるんですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 海のみお筋のこと

を宇城市が心配されておるということで、私

たちも要望の中で、まずは、環境省のほう

に、どのような今後の見通しなのかというこ

とをまず示してくれと。そして、それを受け

てどう対策をすればいいかということも、そ

の次の段階で協議していこうというような話

を宇城市とは、今させていただいておりま

す。 

 将来の見込みというものをまず押さえて次

の対策をということで、今地元とは協議して

おるところでございます。また、環境省にも

その旨、要望させていただいております。 

 

○坂田孝志委員 いやあもう何年もこういう

状況ですから、もういいかげんここら付近

で、しっかりとした見通し、皆さんおっしゃ

るように、活字でもう躍っているように、抜

本的対策がとうとう進まぬですもん、どうも

そこのことは見いだすことできませんかね。 

 いわゆる、みお筋しゅんせつ、やたらたま

っている所をしゅんせつですよ。堤防に擦り

寄せて川から来るみお筋のところは掘る、そ

うすると、もうたまる所はたまる。あそこの

三部会の方々の話も聞いていると、もう漁場

の役割を果たしていない所には積み上げても

いいとおっしゃっているわけですから、そこ

ら辺を見える化で、形として進むような方向

で、宇城市との協議じゃないでしょう、これ

は。国との協議じゃないんですか。あらゆる

部署が関わってますから、宇城市とやってお

ったんじゃ、それは先は知れたもんですば

い。国がやっぱり関わってやってくれません

と。もう不知火干拓の出っ張りは国の要因で

すから、あんなに出っ張ったから潮が引きに

くくなったんですから、これは国が認めてい

るんですから。ちょっともう少し力入れて、

最近ノリや赤潮やアサリがあったから、そち

らのほうに注力しなきゃならなかったから、

あんまり話しておりませんでしたけれども、

やっぱりそのことが一番大事だと思いますか

ら。地元の末松議員、あるいは吉田議員あた

りもいろいろ心配していると思いますよ。ぜ

ひこれはしっかり取り組んでいただきたいと

思いますが、いかがお考えですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 冒頭の説明の中

で、環境省の調査委員会が有明海の調査に来

るという話をさせていただきましたけれど

も、事務方には残っていただいて、宇城市に

実際、湾奥部、現場を見てほしいということ

で、状況説明に私も同行させていただきたい

と思っております。そういう中で、宇城市と

ともに、環境省に対して、地元としての要望

の話をしっかりさせていただきたいと思いま

す。 

 ただ、環境省ですから、どこまで事業と言
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うことができるか、環境省が聞いて、どこの

事業としてやるかという整理になってくると

は思いますけれども、まずは環境省にしっか

り話をさせていただきます。 

 

○坂田孝志委員 以前、関係省庁に押しかけ

て要望していましたから、そういう活動も、

委員長の御判断で考えたらどうですかね。 

 

○緒方勇二委員長 はい、分かりました。 

 国への要望に宇城市が８月の24日行かれ

て、防災対策の事業が主な要望だろうと思い

ますけれども、その中でもしっかりお伝えい

ただいて、その結果をまた皆さんで共有させ

てください。 

 

○吉澤環境立県推進課長 はい、分かりまし

た。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○吉永和世委員 令和４年度ですか、アサリ

の産地偽装から始まって赤潮、そしてまた、

暴風雪ということで、本当、県ができる最大

限の支援をいただいたということで、これは

感謝申し上げたいと思います。 

 今年はないようにしっかり、あったら対応

していただきたいなというふうに思います

が、有明海・八代海、本渡、天草というのは

あるんですけれども、美しくて、豊かな海と

いうのをしっかりと目指していくという大き

な目標を持ってやっていただいているんだろ

うというふうに思いますが、やっぱり再生を

図るためには、先ほど、水質環境と水産業

と、それと、その海底の漁場環境と、あと、

資源管理というのはしっかりと結びついた中

でしか再生はできないのかなというふうに私

思っています。しかし、環境課は水質をきれ

いにするという目標がありますし、水産は、

水産で振興を図っていく、相反する部分も多

々あるのかなって感じがしてならないんです

よ。 

 水がきれいであれば魚が増えるかといった

ら、そうじゃないということでしょうね。そ

れは、瀬戸内海でやっているこの取組という

のはまさしくそうでありますから、その関係

性というのをしっかりとやっぱり熊本県とし

ても、調査していく必要があるんだろうとい

うふうに思うんですけれども、そこがまだ取

り組まれてないような。荒尾と熊本、一部、

ノリの部分で、法令基準を上限を超えない部

分で対応しているということでございますけ

れども、八代海においても、そこら辺の対応

はすべきじゃないのかなというふうに私は常

に思っているんですけれども、そこら辺の考

え方というのはどうなっているのか、お聞か

せいただければと思うんですけれども。 

 

○吉澤環境立県推進課長 先ほど荒尾と熊本

市で季別運転の話をさせていただきましたけ

れども、あれは、私が確認しているところで

は、地元の漁協等からの要望を受けて、下水

処理場の調整をするということをされたと聞

いておりますので、同じく要望等を受けて検

討を始めるのかとは思っております。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課です。 

 委員言われた栄養塩の問題というのは、非

常に、確かにきれいな海での環境と、あと

は、生物の生産につなげていくための環境と

いうことで、栄養塩が多いのはいいのか、少

ないかということありますけれども、栄養塩

が多いと逆に増えるかといって、より影響の

ある赤潮の発生につながりますし、また、少

ないとなると、ノリの藻類の養殖、そういっ

たもののやっぱり成長に支障が出てくると。

その中で非常に難しいところがございまし

て、やはり栄養塩についてはバランス的なも

のということで、それが非常に重要になるか

と思っております。 
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 そういった中で、それは人為的にコントロ

ールというのは非常に難しいというところ

で、やはり水産資源についてできるところで

の再生産につながる取組は、産卵の場とか環

境の保全といったところで取組を今進めてい

るというところでございます。 

 

○吉永和世委員 非常に難しい問題ではある

と思うんですよね。しかし、これまで取り組

んできたことが間違っているというわけじゃ

ないです。その中で、水質に関しては、もう

ほぼ、ある程度達成してきているのかなとい

うふうに思う部分もありますので、有明海の

水質基準と八代海の水質基準というのは違い

ますよね、現実的に。 

 八代海の中でも、北部と南部は違うはずな

んですよね、水質。そういう水質基準の違い

の中でやっている現実があるので、水質とし

ては、有明海のほうが基準は高いはずなんで

すよね。そんなに基準は低くなくて、ある程

度の高い基準の中でやっている。八代海は、

水俣湾はすごく基準が厳しい中でやっている

わけですから、そういう中で水産振興をやれ

と言っている現実があるわけなんで、ノリに

したって、有明海と八代海では基準が違う中

でノリ生産やっているわけですよね。だか

ら、同じ環境ではないわけですから、そこ

で、八代海はノリの生産が減っているという

のは、それは何か水質的な問題があるんじゃ

ないですかという話になることもあるのかな

という感じはするんですけれども。そういっ

たバランスというか、本当、そこをしっかり

熊本としてのバランスの基準というか、何か

そういったものを見つけ出すというのも非常

に大事なのかなという感じはするんですよ

ね。じゃないと、有明海・八代海の再生とい

うのは非常に難しい部分があるのかなという

感じがしてきてますので、そこをちょっとぜ

ひ取り組んでいただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか、要望

で。 

 ほかに。 

 

○岩中伸司委員 今ずっと議論を聞いてまし

て、最後の最後に、諫早湾干拓事業問題につ

いて、知事のコメントがここに出してありま

すけれども。これは知事のコメントですか

ら、ここでどうこうとはならないと思うんで

すが、有明海再生のためには、有明海の環境

変化の問題云々ということで、あと、漁連と

かいろんなところと相談をしていくというこ

とですけれども、基本的には、諫早湾干拓事

業は問題があって、その開門というのを求め

るというのが熊本県の基本的な考え方と理解

していいんですか。ちょっと担当のところ

で。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課です。 

 この開門調査につきましては、今年の３月

に最高裁の判断が示されたということで、や

っぱりそのことを重く受け止める必要がある

という考えでございます。そういった中で、

海域環境の変化と、いろんな手法があるとこ

ろでございますけれども、そういったところ

の原因究明というのは必要と思っております

けれども、ただ、それと併せて、当然もう有

明海再生というのはもっと進めていかないと

いけないというところで、今取組を進めてい

るというところでございます。 

 

○岩中伸司委員 基本的には有明海の再生を

するということのその原因追及については、

いろんな問題があると思いますので、諫早干

拓だけの問題ではないかとは思いますけれど

も、今おっしゃった気持ちは十分私も理解で

きるんですが、先ほど坂田委員から宇城の問

題が出されたんですけれども、そのとおりだ
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なあとつくづく感じたんです。この規模と諫

早湾の規模というのはもう数倍違うと思うん

ですね。そういうところからすると、熊本県

議会として、やっぱりそういうことを求めて

いく方向だなと。 

 諫早湾干拓事業については原因も明らかに

させる、最高裁の判決が出たんですけれど

も、熊本県民としては、それはやっぱりいか

ぬなという思いを担当の方に求めてもいかぬ

ですけど、私の思いとして、ここでちょっと

言っておきたいと思います。 

 やっぱりきちんと開門調査をやっていかな

いと、有明海、このまま疲弊してしまうんで

はないかということの思いです。これはもう

私の思いですので、答弁は求めません。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですね。 

 ほかに質疑は。 

 

○坂田孝志委員 ちょっと非開門で、一つ司

法の判断が下されたんですよ。いっぱいある

だろうな、下された以上は。やっぱりそれに

なりましたから、それを今さら開けろ開けろ

と、調査すると、また、先は進まぬですよ。

なった以上は、それに基づいた中で新たな調

査を求めるとか、水産振興に努めるとか、そ

っちのほうに今度は注力していきませんと。

もう結果は出たんですよ。いつまでもそれを

言っとって、水産振興、有明海の再生は成り

立たなきゃ何にもなりませんから、そのため

に今度はみんなで、関係４県あたりと力を合

わせてやっていくべきですよ。 

 意見であれば意見といたします。 

 

○緒方勇二委員長 開門と非開門の２つがあ

って、ようやく一つの方向性がきちんと出た

ので、それをもって漁場の改善も含め、環境

の改善も含め、しっかりそういう議論を深め

てまいりたいと思いますので、委員の皆さん

方、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○山口裕委員 先ほど吉永委員のことに関連

するんですが、資源管理の観点というのがや

っぱり重要だなというふうに思います。 

 熊本県に20数、資源管理計画があって、そ

の中で、今ある資源をしっかり再生産につな

がるよう守っていこうという観点があると思

うんですが、なかなかこれは一度も整備した

ことはないと記憶しておりますし、また、国

でのこの議論が始まった折に、評価委員会の

中で、有明海や八代海にはどれくらい資源が

あるんだということを聞かれたときに、具体

的な数字がなくて、漁業者のアンケートによ

ったというふうに記憶しています。 

 昔は豊かだった、でも、今はそうではない

という観点で、確か取りまとめておられたと

いうふうに思っておりますので、もう一度国

の漁業法の改正ですか、ここも踏まえつつ

も、資源管理について、もう一度より具体的

な資源管理につながったのかどうか精査する

必要があると思いますが、いかがでしょう

か。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 委員おっしゃるように、いわゆる水産資源

回復という手段で、稚魚の放流もそうですけ

れども、併せて、資源をしっかり管理してい

くという取組もやっぱり重要ということで考

えております。 

 これまでにつきましては、さっき言われた

ような資源管理計画の中で、取る期間とか取

り方、それから休みをつくると、そういった

ところでの取組をしておりましたけれども、

令和２年に漁業法の改正もございまして、し

っかり資源を評価して、その評価に基づいた

漁獲量を制限していくと、そういう取組を進

められております。 

 県としても、その取組を取り組んでいると

いうところでございますので、早期に、今委
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員おっしゃったように、資源の評価をしっか

りして、併せて管理をやっていくという取組

を進めていきたいと考えているところです。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○吉田孝平委員 20、21、畜産課の件ですけ

れども、家畜の排せつ物は、多分全国的にも

大変問題視されておりまして、堆肥化で再利

用される場合もございますけれども、規模が

大きい農家などは、かなり堆肥が余ってて、

それを最終的に、余れば最終処分場とか持っ

ていかれているのか、その辺ちょっとお聞き

したい。 

 

○鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 

 大きい農家でも堆肥化して耕種農家側に供

給するということを基本に、県としても進め

ていますけれども、大きいところが、例えば

処理できなくて、それを廃棄物として処理し

ているという事例は、基本的に県内でそう聞

いたことはないんですけど、例えば宮崎とか

で、養鶏関係の堆肥については、焼却して売

電とか、そういう肥料とか堆肥としてではな

くて、ほかの用途で使っているという事例は

あるというふうに聞いております。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員 実は、その堆肥というか、

排せつ物がたまって発酵して火がついたと

か、そういう事例もありますので、どうにか

この問題も、今から多分またさらに増えてく

ると思います。それぞれの農家の皆さん方

も、どうにか努力して、ただでも差し上げて

堆肥化させようという気持ちもありますけれ

ども、なかなか難しい問題でございますの

で、県も、いろんな御意見聞いて解決に向け

て努力していただくようにお願いいたしま

す。 

 

○鬼塚畜産課長 堆肥の処理については、も

うこれまでどおり、しっかり農地還元等含め

て推進をしていくという基本で県も取り組ん

でいきたいと思います。いろいろ課題がある

場合は県に御相談いただくということで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○岩下栄一委員 先ほど、岩田先生から御指

摘ありました廃プラスチックの大本を押さえ

るということはもう大事な認識だろうと思い

ますけど、なお一層市町村への協力、あるい

は環境教育の中で、小中学生の環境教育に、

プラスチックというのは腐らないんだよとい

うことをよく分からせて、なるべく削減して

いくというのが大事なことだと思います。不

幸にして海洋に流れ出たプラスチックは、や

がて外洋に出て、マイクロプラスチックにな

りまして、生態系に著しい悪影響を及ぼすと

いうことを考えますときに、なるべく出口で

これを抑えていくということは、これはもう

非常に大事なことだと思うんですね。 

 したがって、今申し上げたように、市町村

への協力、あるいは環境教育等を通じた世論

喚起ということに力を注いでいかなければな

らないと思いますので、その点をよろしくお

願いしておきます。 

 

○緒方勇二委員長 答弁よろしいですか。 

 

○岩下栄一委員 よろしいです。 

 

○緒方勇二委員長 なら、要望ということ

で。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 なければ、終了いたします。 

 次に、2050年県内ＣＯ2排出ゼロに向けた
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取組に関する件について説明をお願いいたし

ます。 

 

○吉澤環境立県推進課長 資料２をお願いい

たします。 

 資料２の２ページから御説明させていただ

きます。 

 それでは、世界の平均気温ですけれども、

一番上にありますけれども、20世紀後半に比

べて約1.1度上昇しており、一方、熊本の平

均気温は、100年で1.7度と世界を上回るペー

スで温暖化しております。今以上の対策を行

わなかった場合、21世紀末の平均気温は、20

世紀末に比べ、４度上昇するということが予

測されております。 

 また、下に書いておりますが、気温上昇に

伴う気候変動による被害が現実に現れ始めて

おります。令和２年７月豪雨をはじめ全国で

頻発する豪雨については、地球温暖化の影響

があるというふうに言われております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 地球温暖化対策に係る主な動きでございま

す。 

 まず、一番上、世界の動きですけれども、

2015年にパリ協定が成立しまして、1.5度以

内に抑える努力を追求するとされておりま

す。また、新たに、本年度３月、国際機関の

報告がありまして、このままでは1.5度を超

える可能性が高いと、より対策を強化する必

要があるという報告書も出ております。 

 日本ですけれども、真ん中の段ですが、20

20年10月、当時の菅総理が、2050年温室効果

ガス排出実質ゼロを宣言され、21年10月に策

定された国の計画では、2030年度に2013年度

比で46％削減すること、さらに50％削減の高

みに向けて挑戦を続けるというふうにされて

おります。 

 次、県の動きですけれども、国よりも10か

月先駆けて、2050年、県がＣＯ2排出実質ゼ

ロを知事が県議会で宣言されました。また、

2021年７月、第六次熊本県環境基本計画を制

定しております。 

 具体的には、４ページをお願いします。 

 県の環境基本計画の内容でございます。温

室効果ガスの削減目標を定め、４つの戦略を

基に取組を進めております。 

 目標については、オレンジの枠囲みのよう

に、2030年度に国が高みに挑戦するとしてい

る50％削減を目指し、2050年度のＣＯ2排出

実質ゼロに向けて取組を進めております。 

 ４つの戦略につきましては、５ページをお

願いいたします。 

 右側に４つの戦略、左側にイメージ図を記

載しております。 

 戦略の１、まず、省エネルギーの推進とし

まして、エネルギーの使用量自体を削減しま

す。左のイメージ図の①省エネの部分でござ

いますけれども、青の電気及び赤の化石燃料

ともに省エネで削減させます。 

 次に、戦略の２、エネルギーシフトでござ

います。 

 化石燃料から、使用時にＣＯ2を排出しな

い電気や水素、また、いわゆるバイオ燃料と

いわれるメタンやアンモニア、高純度ＢＤＦ

等への転換を推進します。左のイメージ図で

は、②の電化と同じく②の脱化石燃料化によ

って、化石燃料の使用を削減するということ

でございます。 

 次に、戦略３の③電気のＣＯ 2ゼロ化で

す。 

 電化を徹底した上で、再生可能エネルギー

の導入等により、発電時のＣＯ2排出をゼロ

に近づけます。左のイメージ図の③の電気の

ＣＯ2ゼロ化でございます。 

 最後に、戦略４、その他のＣＯ2実質ゼロ

化です。 

 左のイメージ図の４の部分ですけれども、

戦略１から戦略３でも残ったＣＯ2を森林吸

収量の確保や、ＣＯ2の吸収や固定といった

方法によって実質ゼロにするというものでご
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ざいます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 2020年度の熊本県の温室効果ガス排出量の

報告でございます。 

 左下のグラフのとおり、2020年度の県全体

のエネルギー使用量は、新型コロナにより外

出自粛等もあり、2013年度以降、最少となっ

ております。 

 一方で、温室効果ガスの排出量ですけれど

も、右側のグラフになりますけれども、2013

年度比26.3％と、2019年度に比べ、0.5％増

加しております。このエネルギーが減少して

おるのにＣＯ2排出が増えているというの

は、赤字で要因と書いておりますけれども、

九電の発電時のＣＯ2排出割合が、原発の停

止等により火力発電所を稼働させたというた

め、増加しておるというものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 熊本県の部門別の温室効果ガス排出量です

けれども、左の折れ線グラフを御覧くださ

い。 

 業務、家庭、産業、運輸の順に、2013年度

に比べ、排出削減は進んでおりますが、黄色

のグラフの家庭部門でございますけれども、

前年度に比べて約１割増加しております。こ

れは、新型コロナの影響で学校の休校、テレ

ワークの増加等で在宅期間が延びたことが影

響しております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 今から説明させていただきます項目と関係

課を整理しております。関係課が複数ある項

目については、太字で書いておる課が説明を

まとめて行い、質疑は担当課で整理させてい

ただきます。 

 再生可能エネルギーの導入関係は、議題３

で、後ほどまた別途基本的に説明させていた

だくことになります。 

 10ページをお願いいたします。 

 (1)温室効果ガスの排出削減に向けた部門

別取組の家庭部門でございます。 

 １、課題・取組の方向性ですが、右のグラ

フを御覧ください。 

 2013年度に比べ、43.9％減少しております

けれども、先ほど申し上げたとおり、前年度

から約１割増加しております。このため、上

から３番目の矢印に書いておりますけれど

も、食品ロスの削減や省エネルギーの徹底、

再生可能エネルギーの導入の促進に改めて力

を入れる必要があると考えております。 

 また、一番下の矢印に書いておりますけれ

ども、必要な取組を見える化ということで、

県民の皆様に具体的な取組を示していくとい

うことにも力を入れる必要がございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定でございます。

ポイントを絞って御説明させていただきま

す。 

 まず、食品ロスの削減推進事業でございま

す。 

  消費者教育のほか、てまえどり、食べきり

運動、フードドライブ、食品ロスチェックな

どの四つ葉のクローバー運動の取組を実施し

ております。 

 次に、２番目の二重丸ですけれども、住

宅・建物の省エネ性能向上に向けた取組でご

ざいます。 

 令和５年度は、新たに断熱リフォームなど

の効果的な取組方法を業界団体と連携して検

討して具体的な方法を見える化することによ

って、住まいのゼロカーボンを促してまいり

たいと考えております。 

 次に、一番下の県民ゼロカーボン行動促進

事業でございます。 

 家庭でぜひ実践していただきたい取組、Ｃ

Ｏ2削減効果やメリットを見える化したくま

もとゼロカーボン行動ブックを作成させてい

ただきました。 

 右側に１例を示しております。 

 これは一般質問の答弁でもございましたけ

れども、シャワーを１人１分間短くすると、
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１年間でガソリンでは12リットルに相当する

ＣＯ2の排出を削減することになります。ま

た、水道代を含めて4,300円の節約になりま

す。これは１人当たりですので、家族が多い

と、２倍、３倍と増えてまいります。また、

水道も年間4.4トンの削減というふうにそこ

に書いておりますけれども、ここは、一般質

問でもお答えさせていただいたとおり、熊本

地域全体では約400万トンを超える地下水の

削減にもなるかと思っております。こういっ

た取組を県民の皆様に具体的にお願いしてま

いりたいと考えております。 

 12ページをお願いいたします。 

 産業・業務部門でございます。 

 １の取組の方向性としましては、右のグラ

フのとおり、電化が進んでいる業務部門につ

きましては、約46％削減と進んでおりまし

て、電化が進んでいない産業部門は20％の温

室効果ガス削減にとどまっております。この

両部門で県内排出量の約50％を占めておりま

すので、今後さらに、省エネルギーやエネル

ギーシフト、再生可能エネルギーの導入等を

お願いしていく必要があると考えておりま

す。 

 また、黒丸の下から２番目の黒丸に書いて

おりますけれども、国際的な企業では、原材

料の調達、製造、販売に至るサプライチェー

ン全体で温室効果ガス排出ゼロを求める動き

が加速しておると聞いております。一方で、

半導体関連企業の集積等により、今後、県内

のＣＯ2等の排出量の増加が懸念されるとこ

ろでもございます。国際的な動き等を踏まえ

ながら、県内企業や国、電力会社等と連携し

て、ＣＯ2削減に向けた検討や課題解決等に

力を入れていかなければならないと考えてお

ります。 

 13ページをお願いいたします。 

 主な取組実績と取組予定でございます。 

 産業ゼロカーボン連携促進事業でございま

すけれども、県内企業と協議の場を設け、課

題解決の具体策をともに検討しております。

この中で出てまいりました大企業の効果的な

取組を中小企業へフィードバックできるよう

取組を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、次の事業活動計画書制度に基

づく排出削減でございますけれども、令和４

年度に、事業所全体の排出量だけではなく、

どこから排出しているかというようなその設

備や燃料、それと排出している設備の更新時

期等を計画に加えて報告していただく制度に

改正しました。 

 令和５年度は、制度改正内容を周知しまし

て、事業者の方々が自ら何が課題かというこ

とを認識していただいて、確実に省エネ設備

へ転換していただくように促してまいりたい

と考えております。右の図を書いております

けれども、これは設備の更新で、灯油式から

電気式のヒートポンプに更新したところ、九

電の試算では、約60％のＣＯ2が削減された

という例を示しておるところでございます。 

 続きまして、下から２番目の星印ですけれ

ども、そのような新たな設備の導入には資金

的なものが必要になりますので、くまもとゼ

ロカーボン資金による設備資金の支援で中小

企業等への融資、資金繰り等によって再エネ

設備の転換を促していきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 運輸部門の取組でございます。 

 現状と取組の方向性でございますけれど

も、右のグラフのとおり、運輸部門の温室効

果ガスの排出量は、2013年度に比べて7.8％

の減少となっております。排出量のうち、大

体９割が自動車等のガソリン及び軽油による

ものですので、下に丸で書いておりますよう

に、エコドライブや公共交通機関や自転車へ

の転換、菊池南部地域での渋滞対策や空港ア

クセス鉄道に向けた取組、電気自動車等の次

世代自動車への転換、ＣＯ2が増加しないカ
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ーボンニュートラル燃料の推進といったこと

に力を入れる必要があると考えております。 

 15ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定でございます。 

 ２番目の菊池南部の渋滞緩和対策でござい

ますけれども、令和４年度にセミコンテクノ

パークでの１日ノーマイカーデーを実施し、

令和５年度は、セミコンテクノパーク周辺で

の通勤バスの実証運行を行い、渋滞対策の効

果等を検証するということでございます。 

 続きまして、自転車通行空間整備事業でご

ざいますけれども、舗装の補修や矢羽根、そ

こに写真で載せておりますけれども、ここを

自転車が通行するというような矢羽根をつく

る設置数等によって、自転車の交通環境を整

備しております。 

 最後に、中山間地域における電動マイクロ

バスの実証事業と書いておりますけれども、

これは、環境省の支援で、熊大、球磨村と連

携して、球磨村のスクールバスに電動マイク

ロバスを導入する実証事業を行っておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○鈴循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。 

 16ページをお願いします。 

 廃棄物部門についてです。 

 １の課題と取組の方向性につきまして、１

つ目の丸ですが、2020年度の廃棄物部門の温

室効果ガスの排出量は約103万トンで、県全

体の9.7％の状況です。 

 基準年度より増加しているのは、エアコン

等の冷媒として使われる代替フロンによるも

のですが、２つ目の丸にありますように、近

年、法改正等が行われ、生産量、消費量は減

少が見込まれています。今後は、使用後の機

器や製品から代替フロンの回収を徹底してい

くことが必要であり、フロンの回収の推進と

回収指導を行います。 

 また、３つ目の丸にありますように、資源

をリサイクルすることで廃棄物を削減し、二

酸化炭素の削減を進めることが必要です。リ

サイクル製品の認証や周知、リサイクルに関

する施設整備への補助、また、プラスチック

ごみのリサイクルに向け、市町村による分別

回収等への取組支援などを挙げております。 

 次に、17ページは、令和４年度の実績と５

年度の取組予定でございます。 

 一番上、フロン類対策事業として、令和４

年度は、フロン回収に係る制度の周知やフロ

ン回収業者への指導を行いました。５年度

も、引き続き行ってまいります。 

 また、２番目ですが、リサイクル製品等利

用促進事業として、令和４年度は、リサイク

ル製品の認証を行いました。５年度は、リサ

イクル認証製品の周知やリサイクル等に資す

る施設整備への支援を行います。 

 さらに、一番下ですが、プラごみリサイク

ル推進事業として、令和４年度は、プラスチ

ックごみの分別回収の拡充等が進むよう市町

村へ支援を行いました。５年度も、引き続き

市町村への支援を行ってまいります。 

 廃棄物部門の取組は以上でございます。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課です。 

 18ページをお願いします。 

 ＣＯ2吸収源対策の推進、森林吸収源対策

についてです。 

 １の課題・取組の方向性ですが、本県の森

林は高齢化が進んでおり、森林によるＣＯ2

吸収量は長期的に減少傾向にあります。この

ため、適切な間伐に加え、再造林を通じて、

ＣＯ2をより多く吸収する若い木を増やし、

森林の若返りを図ることが必要です。 

 そこで、吸収源対策として、切って使って

植えて育てるという森林資源の循環利用を推

進するため、①適切な間伐や伐採後の再造林

の推進、②企業等が行う森づくり活動に対す

るＣＯ2吸収量の認証、③県産木材の利用拡
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大によるＣＯ2固定の促進、④カーボン・オ

フセットの取組の普及を進めます。 

 下の19ページをお願いします。 

 ２の令和４年度の主な取組実績及び令和５

年度の取組予定ですが、１点目、森林環境保

全整備事業につきましては、先ほどの海の再

生で説明した内容と重複しますので、割愛し

ます。 

 ２点目、県民の未来につなぐ森づくり事業

につきましては、こちらも、先ほど説明した

内容に加え、企業等による森づくり活動に対

し、令和４年度は15団体、478ＣＯ2トンの森

林吸収量を認証しており、本年度も同様の取

組を推進します。 

 ３点目、くまもとの木を活かす木造住宅等

推進事業につきましては、令和４年度は、木

造住宅等を建築する工務店への県産木材提供

を100件行いました。建築物への炭素固定推

進のため、本年度も引き続き実施いたしま

す。 

 ４点目、森林吸収量クレジット化推進事業

につきましては、令和４年度は、６者に対

し、Ｊ－クレジットのプロジェクト登録支援

を行っており、本年度も事業者への支援を実

施してまいります。 

 森林整備課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 20ページをお願いいたします。 

 ③の広域連携や県民運動の推進についてで

す。 

 ２番目の丸ですけれども、県内市町村で

は、本年度中に地方公共団体実行計画の事務

事業編、これは市町村の取組をどうするかと

いう計画ですけれども、これは45団体で整備

済みで、また、区域施策編、地域でどういう

ふうに脱炭素に取り組むかということについ

て、31団体が策定完了見込みというふうにな

っております。また、26団体がゼロカーボン

を宣言しております。今後さらに、県民や事

業者、団体、行政と連携して、県全体で取組

を推進する必要がございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定でございます。 

 ゼロカーボン行動促進につきましては、県

で作成したくまもとゼロカーボン行動ブック

を小学５年生を対象にした肥後っ子教室等の

環境教育で使うほか、講演等も行い、家庭等

での省エネ活動を推進しております。 

 また、２番目の県内市町村に対する支援で

ございますけれども、市町村における計画策

定、また、脱炭素の取組ということについて

相談を受けて支援をしております。 

 次のくまもとＢＤＦの普及啓発についてで

ございますけれども、昨年度、令和４年度に

高純度ＢＤＦの品質等についてのパンフレッ

トを整備しまして、事業者に対して普及啓発

を実施しております。令和５年度は、廃食油

を市町村の資源ごみとともに回収するといっ

た実証事業を実施します。 

 また、重機等を利用する事業者に対して、

高純度のＢＤＦについての理解を進め、電動

化が難しい分野での利用について検討をお願

いしたいと思っております。 

 22ページをお願いします。 

 県の事務・事業に係る温室効果ガス排出削

減についてでございます。 

 右の図のとおり、2021年度も県の事務事業

における温室効果ガス排出量は、基準年度に

比べ、38.8％は減少しておりますが、支援学

校の新設や、コロナの影響で学校で窓を開け

たまま空調を入れるなど、電気の使用量の増

加等がございました関係で、前年度から7.7

％増加しております。 

 この県の事務・事業につきましては、下に

書いておりますような全国知事会の宣言等を

踏まえ、県民、事業者、市町村の模範となる

ように、再生可能エネルギーや電動車等の導

入、また、ＣＯ2排出削減と災害対応機能強
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化の両立といった取組を進めていきたいと思

っております。 

 23ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定です。 

 当面の具体的事業を記載しております。 

 まず、県庁へのＬＥＤ導入でございます。

令和４年、令和５年度で県庁舎本館にＬＥＤ

照明を導入します。 

 次に、ＺＥＢ改修の実施とありますけれど

も、点線の枠囲みにありますように、宇城総

合庁舎をゼロ・エネルギー・ビルディングと

なるように、空調設備、照明のＬＥＤ化、窓

ガラスの断熱化等を実施します。 

 また、一番下ですけれども、県有施設の長

寿命化計画の策定という中で、施設の現状把

握及び省エネ改修手法の検討を行ってまいり

ます。 

 24ページをお願いいたします。 

 県の取組のエネルギーシフトとして、公用

車へ電動車を導入します。令和５年度に公用

車にＥＶ、軽ＥＶを合わせて14台導入し、必

要な充電器を設置します。ＥＶ、軽ＥＶの導

入が困難な場合もハイブリッド車を導入する

予定です。将来さらにＥＶ導入台数が増えた

場合の既存電気設備等への影響について調査

し、今後の本格導入に向けた対応を併せて整

理したいと考えております。 

 最後に、電気のＣＯ2ゼロ化でございま

す。県有施設への再エネ導入推進事業とし

て、初期投資ゼロモデル、具体的には、駐車

場等を民間事業者に貸し付け、民間事業者が

再生可能エネルギー設備を設置し、県は将来

電気代で払うというビジネスモデルですけれ

ども、これで県内の３振興局に再生可能エネ

ルギー設備を導入します。 

 なお、ＥＶを併せて導入し、それを非常電

源として活用し、ＣＯ2排出削減と防災機能

の強化の両立を目指したいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。 

 ページ番号を言ってから質疑を行ってくだ

さい。質疑ございませんか。 

 

○前田憲秀委員 すばらしい取組をずっと紹

介していただいたので、どれも大事と思うん

ですけれども、入り口をもう一回お尋ねをし

ようと思います。 

 ３ページ、４ページ、５ページで、３ペー

ジのときに吉澤課長が、国に先駆けてＣＯ2

排出実質ゼロを10か月前倒しというのを言わ

れました。今、県として国に先駆けて10か月

も前にゼロ宣言をしているわけですけど、何

か国に比べて県はこういうのを特にやってい

ますというのはあるんですか。いいことだと

思うんですよ、もう先駆けてやっているんで

すから。 

 

○吉澤環境立県推進課長 国が今どこまでや

っているかということを県が具体的に把握で

きていないというところもございますけれど

も、国の機関を見渡す限り、今、ＰＰＡで導

入を進めているというのが初期投資ゼロモデ

ルで、再生可能エネルギーで導入を進めてい

るというのが、合同庁舎等では、まだなかっ

たかと思いますが、すみません、国のほうの

動きがもう追いついてきてたら申し訳ありま

せん。 

 それと、これは、熊本県として、やはりど

うしても水俣病の教訓ということがあります

ので、県民の方々にそういうことをしなけれ

ばならないということを早くお伝えしてメッ

セージを出すということが、先駆けたという

一番大きなポイントかとは思っております。 

 

○前田憲秀委員 おっしゃることはよく分か

るんですけれども、私が言うのは、やっぱり

ゼロカーボンというのは相当な意識変革が県
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民にも必要というのがこれまでも再三言って

いるので。21年に県の環境基本計画もできま

した。ただ、それは修正、修正はあってしか

るべきだと思うんですよね。こんなことを打

ち上げたんだけど、やはりここはちょっと微

調整して、こういうことにもう一回力点を入

れて取り組みますというような、その繰り返

しでここ数年は集中的にやっていくべきなん

ではないかなあというふうに思っておりま

す。 

 例えば、すみません、今回あれですけど、

水素に関しても、答弁は、国の動向見てとや

っぱり皆さん言われるんですよ。でも、せっ

かくだから、県は10か月も先にゼロカーボン

を宣言しているんだから、もっともっと県独

自で、若干勇み足でもいいのでやって、その

結果どうだったのかというのは、今は一歩進

んで二歩下がってもいいんじゃないかと、そ

の後三歩進めれば。そういう感覚でおりま

す。頑張っていただきたいと思うんですけ

ど。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○前田憲秀委員 よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 なければ、質疑を終了いたします。 

 次に、再生可能エネルギー導入促進に関す

る件について説明をお願いいたします。 

 

○岡山エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 資料３、再生可能エネルギー導入促進に関

する件の１ページをお願いします。 

 再生可能エネルギーの現状についてです。 

 県では、第２次熊本県総合エネルギー計画

において、2030年度の県内電力消費量に対す

る再エネ発電量の割合を50％とする目標を掲

げて、再エネの導入を進めています。その進

捗ですが、下の円グラフや棒グラフのとお

り、太陽光を中心とする再エネ導入量の増加

などにより再エネ発電量の割合が31.2％とな

り、おおむね順調に再エネの導入が進んでい

ると考えております。 

 ２ページをお願いします。 

 参考としまして、分野別目標の状況を記載

しております。どの目標も、こちらもおおむ

ね順調に推移していると考えております。 

 ３ページをお願いします。 

 再生可能エネルギー導入の推進についてで

す。 

 まず、課題と取組の方向性です。 

 県内の再エネ導入可能量は、右の棒グラフ

のとおり、県内の最終エネルギー消費量の約

1.6倍を賄える可能性がありますので、太陽

光、風力、地熱などの地域資源を活用して再

エネ供給を増やしていきたいと思っておりま

す。 

 なお、再エネを使用するに当たっては送電

線につなぐ必要がありますが、送電線につい

ては、送電容量に限界があるとともに、災害

時の停電リスクがあります。この課題を解決

するために、送電線整備について継続して国

に要望するとともに、送電系統に過度に頼ら

ないモデルとして、熊本空港周辺地域でのＲ

Ｅ100産業エリアの創造や、太陽光など小

型・自家消費型の再エネ施設の普及を進めま

す。 

 また、再エネ施設の立地に当たっては、環

境、景観、防災に係るトラブルを防止して、

地域と共生する施設を導入する必要があると

考えておりますので、ゾーニングによる再エ

ネ施設の適地誘導や事業者、立地市町村、県

との立地協定の締結により、再エネ施設整備

における環境、防災への配慮向上を促進した

いと考えております。 

 ４ページをお願いします。 

 令和４年度の取組と令和５年度の取組予定
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です。 

 まず、再エネ先進地の創造と適地誘導の推

進です。 

 令和４年度は、再エネ施設の適地誘導とし

て、右のゾーニングの図のように、先行とし

て球磨、天草地域の陸上風力発電と、それか

ら県内全域を対象とした太陽光発電に係るゾ

ーニングを実施しております。 

 再エネ先進地の創造としては、熊本空港周

辺地域のＲＥ100産業エリアを推進する基本

構想を策定しています。令和５年度は、八代

地域の陸上風力発電に係るゾーニングを継続

実施するとともに、太陽光及び陸上風力発電

の再エネ促進区域設定のための県の基準を策

定しまして、市町村の再エネ促進区域の設定

を支援したいと考えております。 

 再エネ先進地の創造としては、空港周辺地

域のＲＥ100産業エリアの実現に向けて、先

ほど説明しました基本構想に基づき、環境省

の脱炭素先行地域へ応募しまして、必要な整

備資金を確保したいと思っておるところでご

ざいます。 

 次に、小型・自家消費型再エネ施設の普及

促進です。 

 令和４年度には普及促進協議会を設置しま

して、住宅向け太陽光発電導入加速化アクシ

ョンプランを作成しました。令和５年度も、

引き続き同協議会においてアクションプラン

の進捗管理と新たにＺＥＨ促進アクションプ

ランを作成する予定でおります。 

 また、新規事業として、既存の小規模太陽

光発電施設の長期安定電源化のための調査や

仕組みづくりも検討したいと思っておりま

す。 

 次に、地域と共生した再エネの導入推進で

す。 

 令和４年度は、再エネ事業者との土砂災害

等の防災対策や環境保全に関する協定の締結

を進め、新たに28件、33か所の協定を締結

し、累計で195件、225か所となりました。令

和５年度も、引き続き協定締結を進めてまい

ります。 

 ５ページをお願いします。 

 県内中小企業の再エネの導入促進です。 

 令和４年度は、中小企業が再エネ100％利

用を宣言するＲＥアクションへの参加促進の

ため、セミナー、相談会、アドバイザー派遣

を実施し、ＲＥアクションに新たに４社が参

加していただきまして、累計で６社となりま

した。令和５年度も、引き続き、同様の取組

を行い、中小企業の再エネ導入を促進してま

いります。 

 最後に、次世代モビリティの普及です。 

 令和４年度は、ＥＶ充電器の維持管理、そ

れからＦＣＶの普及を啓発、そして、九州・

山口各県と連携して、ＦＣトラックの普及を

進めてきました。令和５年度も、引き続き、

民間企業や市町村と連携しまして、ＦＣＶの

普及啓発を実施するとともに、九州・山口各

県と連携して、ＦＣトラックの普及に努めた

いと思っております。 

 エネルギー政策課は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。質疑はありませんか。 

 

○岩田智子委員 再エネなんですけれども、

私は、何年か前に一般質問で風力発電のゾー

ニングについてちょっと質問したことがあり

ます。ここにもきちんと書いてありますとお

り、地域の人たちとか、自然とか、防災と

か、特に、災害が今まで起こった地域の近く

だったりとか、いろんな面を考慮して、やは

りしっかりと協定を結ぶとか書いてありまし

たけれども、その辺を大事にしていただきた

いと思っています。 

 今も、水俣・芦北地区では、住民の皆さん

が、事業者に対していろんな説明をしてくれ

ということで、いろんな活動をされておりま

す。丁寧に事業者のほうも答えておられます
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が、県もその辺の地域の方々の要望とか、あ

と、事業者の状況とかをしっかり見ていただ

いて、私は再エネは必要だと思っているの

で、ゼロにしてくれということを言っている

んじゃなくて、きちんと県として責任を持っ

て見ていってほしいということを要望してお

きます。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 要望でよろしいですか。 

 

○岩田智子委員 はい、要望でいいです。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○坂田孝志委員 次世代モビリティのことで

すが、先ほども言いましたが、こちらの写真

のほうが大きいもんですからお尋ねします

が、この充填所は、今県庁だけなんでしょ

う。それをやっぱり県南、県北に設置しませ

んと、とうとうそのメーカーも充填所がない

と販売しないんでしょう。何でもう何年もな

るのに、岩谷さんもおるから一緒になってや

ったらどうですか、県北と県南ぐらいで。そ

うしないと、とうとうこれは進まぬですば

い。 

 

○岡山エネルギー政策課長 今現在、県庁に

スマート水素ステーションといって、これは

実証用の水素ステーションを設けておりま

す。これはちょっと民間に開放しておりませ

んが、岩谷産業さんのほうで今、アイシン九

州の近く、南区、城南に１つ商業用の水素ス

テーションがあります。県内にはそちら１か

所となっております。 

 ただ、商業用ステーションについては、九

州でもまだ15か所程度ということで、まだＦ

ＣＶの台数が足りない状況で、事業者に聞き

ますと、１ステーション当たり3,000台ぐら

いないと元が取れないということでございま

して、まずは、我々としてはＦＣＶの普及に

努めたいと思っているところでございます。 

 

○坂田孝志委員 言ってること矛盾している

んじゃないの、ＦＣＶの普及って。充填がな

いと売れないんでしょう。売れないのをずっ

とそのままして、普及に進めますと、どこに

進めているんですか。 

 だから、県だけでしなくても民間と一緒に

なってやればいいんじゃないですか。県だけ

でやれば大変だし、また、民間も民間では大

変だから、お互い協力し合って、そして、そ

の充填所をやっぱり県央、県南ぐらいに置い

て、そして、そのユーザーが手を挙げられる

ように、メーカーが進出しやすいように、そ

ういう環境を整えんば。普及啓発を実施する

って。これは活字だけですか。何年もこうじ

ゃないですか。これはちょっと。 

 そして、県庁の公用車、ＥＶを替えてた

ね。何でＦＣＶは替えてないの、そんな試験

的なやつをそこに置いているのにそれを活用

しようとしないんですか。もっと何かそうい

うあらゆる、トータルでいきませんと個別じ

ゃなかなか進みませんよ、これは。よく事業

者なんかに、事業所のオーナーというか、社

長なんかに聞くのに、水素があったら、充填

所がないから買えないもんねと、こんな話も

よく聞きますよ。そういうのも、アンケート

というか、何かいろいろユーザーが望んでる

ようなことも把握しながらやっぱりやりませ

んと、ただ念仏だけ唱えているのは駄目です

よ。ちょっと何かありますか。 

 

○岡山エネルギー政策課長 ありがとうござ

います。 

 我々としても一生懸命進めているんですけ

れども、なかなか価格が高いということと、

やはりあのＦＣＶが先か、ステーションが先

かということもありまして、これはまた民間
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事業者と、また、市町村、あと、九州各県と

も連携しまして、ＦＣＶの導入が進むように

頑張りたいと思います。 

 また、九州各県とは、ＦＣトラックのほう

も先回りして普及できるように、今、計画な

ども立案しまして進めていこうと思っており

ますので、坂田委員の御希望に沿えるよう頑

張りたいと思います。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○坂田孝志委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○前田憲秀委員 もう黙っとこうと思ったん

ですけど、岡山課長の気持ちはもう十分分か

るんですけれども、ずっとその答弁なんです

よ、私が知る限り。だから、何か打開をしな

いといけないというのをまず１つと、それ

と、先ほど言わなかったんですけど、国が水

素のエネルギー政策を結構な予算を今後つけ

ましたよね。あれを受けて、県としてはこう

いうことをやっていくというのも早急にやっ

ぱり検討すべきだと思いますけれども、どう

ですか。 

 

○岡山エネルギー政策課長 国の水素戦略が

６月に改定されたことは承知しております。

これはまたきちんと正確に読んで、県で何か

できるか、ちょっと考えてみたいと思いま

す。すみません。 

 

○前田憲秀委員 十二分に準備はできてたと

思っているんですけれども、頑張っていただ

きたいと思います。今日はもう要望でござい

ます。よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 なければ、４ページのことでちょっと私か

ら。 

 既存の小規模太陽光発電施設の長期安定電

源化のための調査、仕組みづくり、ちょっと

詳しく教えてください、これ。 

 

○岡山エネルギー政策課長 これは、ＦＩＴ

制度が2012年に始まりまして、10年経過して

まいります。ＦＩＴ制度が、事業用は20年、

家庭用は10年ということでＦＩＴが切れてま

いりますので、そろそろ小型の太陽光発電を

中心に期限切れを迎えるのが多くなってきま

すので、あらかじめ調査して、それから、そ

れを取りまとめ者が取りまとめて、長期安定

電源化して長く使えるような仕組みを検討し

たいと思っているところでございます。これ

を今年基礎調査としてやりたいと思っている

ところでございます。 

 

○緒方勇二委員長 分かりました。 

 ほかに質疑ありませんか。なければ……。 

 

○吉澤環境立県推進課長 １つ訂正をさせて

ください。 

 先ほど前田委員の質問に対して、県として

何か国に先駆けて取り組んでいるものはとい

うことで、初期投資ゼロモデルの太陽光の話

をしましたけれども、あれよりも確実に取り

組んでおりましたのが、ゼロカーボン行動ブ

ックということで、ブックをつくって、あれ

は、行動と、それと、どれぐらいのメリット

があって、しかも経済的なメリットもどれぐ

らいあるというこの３点セットで整理したと

いうのは、国もこういうのは見たことがない

と言っておりましたけど、これが一番適切な

答弁だったかと思いますので、こういう形で

訂正させてください。申し訳ありません。 

 

○坂田孝志委員 あれは分かりやすいな。 
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○吉澤環境立県推進課長 ありがとうござい

ます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で質疑を終了いたし

ます。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りい

たします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し

出ることとしてよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 その他として何かございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 ないですね。 

 その他として、私から１つ提案がございま

す。 

 閉会中の視察の件についてですが、委員会

で行う委員派遣は、本来、会議規則第81条に

より、委員会としてこれを議長に申し出るこ

とになっております。しかしながら、緊急な

委員会視察が必要な場合に、委員会をそのた

びに開催するのが不可能な場合がございま

す。そこで、付託調査事件に係る閉会中の委

員派遣の実施、目的、日時、場所等につきま

しては、委員長一任ということでよろしいで

しょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 異議なしということです

ので、そのように取り計らせていただきま

す。 

 ほかになければ、本日の委員会は、これで

閉会します。 

 これをもちまして第２回海の再生及び環境

対策特別委員会を閉会いたします。 

  午後０時20分閉会 
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